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1.序 論

1.1研 究の 目的 と意義

1.1.1研 究 の概要

この論文は、建築の形態構成に関す る研究である。空間とそれを陵定する諸要 素の形態

に関する実例分析を通 して、複数の事例問に見 られる構成上の共通性を類型化 して取 り出

している。具体的な分析対象 としては、建築家によって設計された現代 厳本の独立住宅 を

取 り上げ、特 に全体的なヴォリューム と外部空間の構成 に焦点を当てた形態分析を行って

いる。建築形態の多様性の中に潜在す る共通部分を繕成類型 として顕在化 させ、それを設

計の際にも参照可能な形の語彙 として明示す ることが、本論文の目的である。

1.1.2既 存 知識 として の講成 類型

建築設計においては、常 に萩 しい特殊解 を生み出す ことが求め られ る。なぜな らば、敷

地条件や施主の要望、経済的、技術的条件等 は、事例ごとにすべて異なるものであ り、ま

た、外観形態や空間構成に反映 され るべき文化的、芸術的な表現意図も、時代 とともに移

參変わって行 くものだからである。したがって、建築設計は本質的には創造的な行為であ

るということができる。しか しなが ら、一方で建築設計においては、複雑な問題を解いて

ゆ く作業の中で、きわめて多 くの既知 の解決方法が用 いられ る。ある建物を設計す る際 の

配置計画や室構成、構造 ・設備 ・材料 の決定等のほとんどの部分 は、過去の経験や学習に

おいて得 られた既存知識の応用であるといって良い。 このよ うに、建築設計は、一方で

は、特定の条件や設計意図に適合するような様々な既存知識の組み合わせ作業としての側

面を持っているが、また一方では、既存知識の適用では解 決で きない闘題 に直颪 した時

や、既存知識の適用によって得 られる解決案 が充分満足のゆくものでない場合に、そこで

何 らかの新たな解決方法が生み出されるといったような、創造的作業としての側面 を合わ

せ持っている.し たがって一般には、建築設計という作業の申には既存の解決方法による

部分 と創造的な解決方法による部分の両者が共存 していると理解 される。

既存の解決方法の中には、広 く一般性 を有 し明確に記述 されたものもあれば、一人の設

計者個人の頭の中にのみ存在 して他人には示 されないものもある。建築計画の分野 におけ

る様々な研究成果、例えば ビルディングタイプ劉の必要諸室の リス トや面積と寸法に関す

る標準値、動線計画や醺置に関す る典型的なパター ンの例示等は、前者の代表的なもので

ある。一方後者 は、設討者の個人的な設計手法 ともいうべきもので、設計者 自身がその手
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法を解説 しない限 り、他人には伺 い知 ることが困難な ものである。しか しながら、もしも

ある設計者の複数の作品問に何 らかの共通性が認め られるな らば、それ を手がか りとし

て、その設計者の設計手法を推測することも可能である。同様に、もしも異なった複数 の

設計者の作品の間に、何 らかの共通性が認め られれば、それを何 らかの典型的な問題に対

す る典型的な解法として理解 できる場合 もあると考 えられる。

このような考えをもとにして、本論文では、複数の異な った設計者の作品事例の中にみ

られる共通性に着 目し、形態的な特性と、特にこれ と関係の深い機能的な特性 とを分析す

る ことによって、それ らの作品事例の問に潜在する構成類型を、客観性を有す る方法で抽

出し、定義 してゆ く。現代住宅の構成 に関する一般的な解決方法を、類型として体 系的に

示す ことによって、現代住宅 の構成に関す る形の語彙を整理 し、これを設計の際に参照可

能な既存知識の体系の中に組み入れることが、この研究の意図するところである。

1.1.3形 の語彙 として共 有 され る構成類 型

構成類型は、構成 というやや抽象的な水準における形 の語彙として理解 され るが、一般

に形の語彙は、それが どの範囲の人々によって共有 されるかによ り、異なった役割 を果た

す と考え られる。

まず、第一の段階 として、形の語彙が設計者個人に属する場合が考え られ る。設計者

は、過去の経験や学習を通 して数多 くの形の語彙 を蓄積 してお り、新たな設計の際に、そ

れ らを活用することができる。建築設計のような複雑な問題を処理するためには、対処す

べき問題そのものを整理す ることが必要 となるが、この際に、既存 の語彙の適用で解決で

きる問題をそれで処理 して しまえば、創造的な解決方法がよ り重要 となる部分 に設計の重

点 を絞 り込む ことが可能 となる。したがって、設計者が保有す る形の語彙 は、特定の問題

への典型的な解法 として利用 されることによって、設計の効率化に役立つ と考え られる。

第二の段階として、形の語彙が設計に携わる複数の人々の間で共有 される場合が考え ら

れ る。いま、ある設計作業が複数の人間の協同によって行われる場合、形の語彙に関す る

共通の理解が得 られていれ ば、例 えば、「この部分は例のや り方でい こう」といった具合

の意思伝達が可能 となる。ある設計チームで繰 り返 して用 いられ、定着 した方法となって

いるような、形 に関す る 「例 のや り方」が数多く存在する場合、それ らは設計チーム特有

の形の語彙を構成 し、チームにおける共同作業を容易にす ると考え られる。設計チームが

固定的でな く、様々な人間が設計に関与す る場合には、形の語彙は、よ り一般性 を持つや

り方で明快 に示される必要がある。

また、特 に建築設計の教育の場においては、形の語彙が明確な定義 と共に示されること

は、設計 を教える側 と学ぶ側の両者 を含めた人々の問で、基本的な概念を伝達 し、建築形
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態そのものについて批評 し、議論する上で有効な役割 を果たす。そしてこのことは、建築

の形態 に関する設計理論そのものの発展にも貢献すると考 えられる。

第三の段階 としては、形の語彙 が設計者 の側だけでな く、施主や建物の使用者 によって

も共有されるような場合が考え られる。発注者である施主や完成後の建物 に最 も深く関わ

るユーザーの意見が設計に反映されるべ きであることは当然であるが、設計作業 の重要な

部分が一般の入々にも理解できるようなかたちで示されれば、施主やユーザーは単に要求

条件を一方的に設計者 に伝えるだけでな く、設計者 とともに考 えを分かち合 い、専門家 の

助けを借 りつつ設計そのものに参加することも可能 となる。完成後の建物は設計者の手を

離れてしまうが、それが長期 に渡 ってうまく使われ続 けるためには、その設計意図が施主

やユーザーにも理解され、共有 されていることが不可欠で ある。形の語彙が明快に提示 さ

れることは、それに関する設計意図を施主やユーザーが共有す ることに役立つと考え られ

る。

最後に第四の段階として、広 く社会的に共有 され、文化的な意味を伴うようになった形

の語彙が考え られる。例えば、「京の町家」、「入母屋」、rLDK∫ 、{四 畳半」、厂床の間」と

いった言葉で示されるような定型化 した形式がこれに当たる。これ らの形式 は、同じ文化

に属する入々にある程度共通 したイメージを呼び起 こすものであ り、このような文化的な

意味を伴うまでの共有水準に達 した形の語彙がどれほど多 く存在するかは、それが用い ら

れ る共同体のアイデ ンテ ィテ ィーの強 さに も影響す ると考 え られる。

以上のような形の語彙に関する四段階の区分を設定するとき、この論文において実例分

析 をもとにして抽出し、定義する構成類型は.直 接的には第二段階に相当する形の語彙 を

提供するものとして位置づけられる。すなわち、この論文で考察する構成類型は、直接的

には、主に設計 に携わる人々によって共有 され るべき形の語彙の顕在化 を意図したもので

ある。しか しなが ら、このことは、本論文で扱う構成類型が、第三、第四段階で示 したよ

うな意義に全 く関わ りを持たないという意味ではない。構成類型についての体系的な知識

が第二段階の人々、すなわち設計に携わる側の人々によって理解 されれば、その知識 を基

礎 として、構成類型の概念 を一般 の人々に説明することも可能となる。また、ある都市や

地域 の建築形態の特徴を、構成類型の概念を用いて分析すれば、特定の構成類型 に伴 う文

化的な意義を発見することも可能である。したがって、間接的には、この論文の中で定義

してゆくような構成類型も、さ らに広 い範囲に渡 る研究 の積み重ね を通 して、将来的には

一般の人々にも共有されうるような形の語彙の体系の一部に組み込 まれることを意図して

いる。しか しなが ら、この論文では、そのような意義を持つものへと発展する可能性のあ

る構成類型について、まずは基礎的な段階として、特定の範囲の実例に限った分析を行

い、そ こか ら実際に、設計者にとって意義のある構成類型が抽出され ることを検証す るこ
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とに重点を置いている。

1ユ.4構 成類型 に関わ る形態 の抽象度 と範 囲の設定

建築 の類型には、様々な抽象度 のものが存在可能である。最 も抽象的なものとしては、

例 えば単位空間の結びつき方 を点 と線のみで表現 したダイヤグラムや、機能図等 によって

表現 されるよ うなものも、類型として存在可能である。逆に、窓枠 の標準詳細のような具

象的なものも、それが単純にコピーされることを意図した ものでな く、典型的な解法を示

して実際には異なった形で応用されることを意図したものであれば やはり類型 として理

解 される。また、建築の類型には、敷地や周辺環境 との関係を含めて定義 され るような全

体 的な ものもあれば、建物を構成するごく一部分の形態 のみに関わ る部分的な ものもあ

る。そ こで、研究の意 図を明確 にす る上で、ここで取 り扱 う構成類型が、どのような抽象

度 で、建物のどのような範囲を対象 とするものであるか を明確 にしてお く必要がある。

この論文で分析を行 うのは、独立住宅の全体的なヴォリュームと敷地上の外部空間の構

成 である。形態の抽象度については、あくまでも3次 元的なヴォリュームおよび空問の構

成 を問題 とし、2次元的なダイヤグラムや図式にまで還元 されてしまうよ うな抽象化は行

わない。一方、ヴォリュームや空間の構成 を明確に浮かびあが らせ るために、装飾的な形

態や表面の材質、色等については、これ らを捨象する。装飾的、表層的な形態は、建物に

象徴記号的な多様な表現を与えるが、ここではそのような表層的表現 の多様性の背後にあ

り、建物が空間を定義す るという性質上必然的 に存在す る、ヴォリュームと空間の形態

を、3次 元的な構成の水準で捉えて分析する。

1.1.5構 成類型 の定義 にお ける形 態 と機 能 の関わ り

本論文では、建築構成の形態的な性質にお ける共通性に重点 を置いて構成類型 を定義す

る。一般 には、設計時における建築形態の決定には、機能的な要因や技術的な要因等、形

態以外 の多くの外部的な要因が影響すると考え られ る。それにもかかわらず、ここで特に

形態面を重視するのは、建築形態の決定に外部的な要因が影響することに間違いはなくと

も、その一方で、建築形態の決定理由のすべてを形態以外 の要因に帰することはできず、

建築形態 の決定には、形態そのものに内在す る要因 も、また同時に影響すると考 え られ る

か らである。

建築設計 においては、一般にスケッチや図面、模型等、何 らかの媒体によって形態を表

現 した設計モデルが用 いられ、設計作業はこの設計モデルの変形を通 して進められてゆ

く。設計案の作成においては、求め られ る建物の使用プログラムや敷地条件、経済的条件

等が分析され、それ らに適合するような形態が追求 され、設計モデル として表現 される。
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しか しなが ら、このことは、これ らの条件の詳細な分析から、自動的にひとつの建築形態

が導 き出され ることを意味するものではない。設計 の前提 となる諸条件は、それ に適合す

る建築形態の可能性にある程度 の限定 を与えはするが、それによって建築形態が一義的に

決定 され るわけではなく1)、設計モデルの形態の創出には、形 自体の幾何学的な法則性や

モデルの表現媒体の性質、設計者の形態その ものに関する何 らかの経験的な知識や判断、

嗜好等も同時に影響 し、これ らの要因の相互作用にお いて、多様な可能性の中か らある特

定の形態が選択されて表現 され る。特にこれ らの要因の内、設計者がどれほど多様 な形 の

語彙 を保有 しているかは、設計モデルの形態が どれほど広い選択の幅の申で検討されうる

かという問題に、直接関係すると考え られる。

そ こで本論文では、建築の形態そのものの性質 に焦点をあて、そ こか らどのよ うな構成

類型 が発見されうるのかを調べることとする。しか しながら、形態以外の要因を、まった

く無視 してしまうわけではない。構成類型の抽出過程 においては、まず第一に形態上の共

通性 による分類を行 うが、形態面における共通性が明 らかにな った場合には、その次に、

それが何 らかの機能的な特性 と対応するものであるか どうかを分析 し、機能面についても

何 らかの共通性が認め られ る場合には、形態 上の特性 と機能上の特性の両者を総合 して、

最終的な構成類型の定義を行ってゆく。

1.1.6独 立住宅 を分析対 象 とす る理 由

この論文において構成類型の分析対象 を独立住宅に限定する理由には、形態構成 の比較

考察 を行 う上で、対象の規模や用途がある程度一定の範囲に限定されないと比較 自体が意

味をなさない恐れがあるという、分析方法上の理 由も含 まれているが、とりわけ独立住宅

とい うビルディング ・タイプを選んだのは、前節において考察 したように、やは りそれが

入と環境 とを結びつける上で最も重要な役割 を果たすと考え られるか らである。住宅はそ

こに住まう人にとって、すべての活動の起点 とな る場所であ り、その形態構成に付随する

意味は、他の様々な場所にお いて見出され る形態の意味を解釈する上でもなんらかの関わ

りを持つと考えられる。

また、独立住宅の場合には、集合住宅や大規模なや公共施設に比べて、建築形態が建物

のプログラムによって規定される度合いが、比較的小さいと考えられる。例えば集合住宅

や学校等の建物においては、一般 に同じ用途 の空間単位の数多 くの繰 り返 しが存在 し、そ

れが形態構成上の特性に影響す る。これ に対 して、独立住宅の場合には、同 じ用途 の空間

単位 の繰 り返 しは、あってもせ いぜい数個 にとどまるのが普通であり、それが形態の自由

度 を制限す ることは少ない。また、病院建築 をは じめ とした公共建築物については、動線

計画が室配置の上で決定的な重要性を持つ ことが多いが、幗人の住宅の場合 には、特に分
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節 された動線空間を設けないことさえ可能であり、このような点 において も、形態構成が

機能的な要因によって限定される度合いは比較的小さいといえる。この ことを逆に考えれ

ば、独立住宅 の形態には、造形的な意図や空間構成それ自体についての設計上の意図が比

較的反映されやすいということができる。

建築家によって特定 の施主のために設計され、雑誌に掲載された作品を特 に分析対象と

す るのも、やは りそのような作品には、大 量生産 される住宅等には見 られない多様性が含

まれると考え られ るか らである。雑誌 に作品が掲載 される場合、それ は設計者が 自己の考

え方を公表できるまた とない機会でもあ り、そのよ うな意味においても、掲載作品には設

計者の意図が強 く反映 される事例が比較的多 く含 まれると考えられる。

人間にとって最も根源的な空間であり、かつ最 もありふれた ビルディング・タイプであ

る、独立住宅にみ られる多様な形態の中に、どのような汎用性のある構成類型が存在す る

のかを明示することが、本論文の意図す るところである。

Z.2既 往 研究 との 関連 と本 研 究の特 色

1.2.1位 置づ けの方法

本研究は、建築の構成を形態的な翻面か ら分析 し、導 き出される構成類型 を設計のため

の形の語彙として整理す るものである。このような主題と比較的密接に関連する研究領域

としては、1>普 遍的な建築の原型や構成原理 を追求す る研究、2>歴 史的な視点に立つ

構成分析 または特定の建築家の作品分析、3)特 定の地域における伝統的な建物の類型分

析 、4>建 築の形態言語と生成 ・変形のシステムに関する研究、5>設 計技法 としての

様々な構成手法を紹介するもの、といった5つ の領域を挙げることができる。そ こで、以

下で これ ら5つ の研究領域 の内容について説明 し、その後に、これ らの研究領域 と本研究

との共通点と相違点とを述べることによって、本研究の位置づけを明確化す ることを試み

る。各研究領域の説明において取 り上げる既往研究 の事例は、ごく一部のものに過 ぎず、

かな り偏 りのある取 り上げ方 になっているが、あえて具体的な事例に言及することによ

り、各研究領域の内容 をわか りやす く描き出すことを意図 している。

1.2.2五 つ の関連領 域

1>普 遍的な建築 の原型や構成原理を追求する研究

歴史的、社会的、文化的な差異 を越 えてあらゆる建物に適用できるよ うな、普遍的な建

築構成の形式を明 らかに しようとする視点 に基づく研究がい くつか存在す る。建築形態が
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与える心理的な作用の法剿性 について美学的な視点か ら論Lた ものとしては、比較的良 く

知 られている著作 として、Arnheim(1977>に よる 「建築形態のダイナミクス」を挙 げ

る ことができる。また、Thus-Evensen(1987>は 、「Archetypes豆nArchiteeturel

において、建築の基本的な構成要素である床 ・壁 ・屋根 とそれ らの下位の構成要素につ い

て、様々な種類の形態 と心理的効果 との対応 を、アーキタイプとして整理 して考察 してい

る。また、建築形態 と知覚についての考察を、秩序や寸法、バ ランス、分節、空間構成 と

場所 といった概念 と結びつ けて論 じた ものと しては、vonMeiss(1990>に よ る

「ElementsofArchitecture」 がある。 これ らの論考においては、古代から現代 に至 る

様々な建築物が、具体的な事例 として区別な く取 り扱われ,Tさ れて いる。様々な原型や

構成の原理 と具体例 との対応においては、基本的 に形態的な共通特性 のみが重視される。

これ らとはやや異な り、形態 の心理的な作用等につ いて特に言及することなく、形態の

幾何学的な性質やプロポー ション、寸法体系等に着目 して、建築から都市に至 る形態要素

の基本的な型や全体構成 の原理 について論 じた もの と して、Krier〈1988)に よる

「ArchitecturalComposition1を 挙 げることができる。Krier(1980>は 、先 に 「都市

と空間のタイポロジJに お いて、建築類型を都市的、歴史的な文脈 と関係づける重要 な

考察 を行っているが、この著作 においては、建築の基本形態と構成に関する規範的な原理

が示されている。幾何学や プロポー ション等についての論考か ら、建築の規範的な講成原

理を教育的な目的にも役立つ理論として示そうとする態度は、ボザールにおいて発展 させ

られた建築構成の理論 とも共通するものである。ボザール の構成理論は、近代運動 の直前

までは広 く普及 していた考 え方 であ り、この ことは、今世紀前半に、アメリカおよびイギ

リスにおいて、VanPelt(1902>、Rabinsan〈1908)、Curtis〈1923>、Robertson

(1924、1932>ら 、ボザールの理論に影響を受けた多数の建築構成に関す る理論書が出

版 された ことか らも明らかである2)。その意味では、K賛erら による構成理論は、近代運

動後の、建築の規範的な形態構成それ自体の価値についての見直 しであると理解すること

もでき る。

2>歴 史 ・意匠硬究 としての構成分析または特定の建築家 の作品分析

建築の歴史 ・意匠研究の分野では、形態構成の分析は、何 らかのスタイルに属する建築

作品や特定の建築家の作品を形 態面から解釈 し、時には歴史的な文脈の中で複数の建築作

品を相互に比較 し、それ らの関係を考察す る目的で、数多 く行われてきた。ここでそれ ら

の内の ごく一部について言及す るな らば、歴史的な流れ の中での空間構成の変遷 を論 じた

ものと して、例 えば近世 ヨー ロッパ にお ける建築様式を空間形態の側面か ら分析 した

Frankl(1968)の 厂建築造形原理 の展 開」、近代 の独立住宅の空間構成 を論 じた原Q

(1994>の 「20量 紀の住宅 空間構成の姥較分析」等が あり、歴史的な解釈よ りは、む
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しろ空間構成の修辞的な解釈に重点 をお いた ものとして、塚本(1996>の 「現代 日本の

住宅作品における構成の修辞に関す る研究」を挙 げることができる。また、特 にある特定

の建築家の作品の形態構成を歴史 ・意匠研究的な視点か ら分析 した ものとしては、H.H.

Richardsonの 作品を対象 とした香山(1988)の 「建築形態の構造」、片木(1986)の

「エ ドウィン ・ラッチェンス研究」等がある。歴史 的な解釈 とは関係な く、特定の建築家

の作品の中に潜む構成原理を形態面か ら分析 し、新たなデザイ ンにも応用可能な普遍的な

構成原理として取 り出そ うとする研究 としては、Baker(+;.)の 「LeCorbusieran

AnalysisofForm」 、LaseauandTice(1992>の 「FrankLloydWright ,between

PrincipleandForm」 があ り、また、設計者 自身が、一連の自己作品を分析 して設計手

法 を明快 に示 した研究として、東(1986)のr都 市住宅 の空間構成」を挙げることがで

きる。

3>特 定 の地域性や歴史性 を有する建築群の類型分析

近年における建築の類型学的な研究の主要部分 を成すのが、特定の地域や歴史的街区等

における建築群の形態構成を分析 し、それらの共通特性を類型として定義 しようとする研

究である。例えば陣内(1978>は 、その代表例ともいえるイタ リアにおける様々な実践

例 を紹介 している。何 らかの類似性が認め られる一群の建築物を、その平面形や空間形態

の側面から分析 してその共通特性を抽出し、それを新たな計画や設計に応用することので

きる構成原理 として定義することに、このような研究の特色がある。このような類型を用

いれば、新 しく建設 される建物の形態 についても歴史的な連続性が保持 され るというの

が、 このような研究の背景にある基本的な考 え方である。

4)建 築の形態言語 と生成 ・変形のシステムに関する研究

建築設計を、形態の生成と変形のシステム としてとらえようとする研究領域は、コン

ピュータ技術の発達 を背景として、最近特に関心 を集めている。これ は、様々な建築の構

成要素を形態言語 としてとらえ、建築構成を形態言語の変形や明確な原理 にもとつ く組み

合わせ として、システマティ ックな操作の結果 として導きだそ うとするものである。その

最も基本 となる理論のひとつに、Stiny(1976、1980a、1980b、1981、1988)ら によっ

て考案 された形態文法の理論があ り、現在ではその応用研究 として、特定 の建築スタイル

を生成す ることの可能な変形規則が複数の研究者 によって考案され定義 されている3)。ま

た、このような流れの中で、建築構成を明快な規則 によって定義 した最初 の考 え方 として

しば しば言及 されるものに、Durand(1819)に よ る構成理論がある。また、それ らの理

論 を総合的にまとめ、基本的な考え方 を整理 した もの としては、Mitchell(1990)の

rTheLogicofArchitecture」 を挙げる ことができる。

5>設 計技法としての様々な構成手法を紹介す るもの
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最後 に.系 統だった研究方法 を重視することなく、最 も直接的に建築設計に応用で き

る、様々な構成技法を寄せ集めて紹介 したものとして、多 くの出版物が存在す る。それ ら

の申で、比較的系統立て られた方法で諸概念の整理が行 われているものとしては、Ching

(1979>の 「建築のかたちと空問をデザインす る」がある。また、建築構成の背後にある

かたち自体の原理 に重点をおいたものとして、高橋研究室編(1984>の 「かたちのデー

タファイル」、デザイン手法 という側面を重視 した もの として、寺田(1987>の 腱 築デ

ザインの手法セミナー」、構成原理 というよ りは、様々な実例の羅列 に近いものとして、

Muschenheim(1964>の 「建築デザインの基本技法」、吉田編(1979>のfデ ザイ ン

テクニック」等 を挙げることができる。

1.2.3関 連領域 におけ る研究 内容 との比較

上のような5つ の既存の研究傾域に対 し、本研究は、これ らのいずれ ともかかわ り合 い

を有 しながらも、同時にまた、それ らの内のいずれにも含 まれないような、研究方法や考

察の視点における独 自性を有 している。

まず、1)の 普遍的な建築の原型や構成原理を追求する研究 に関 しては、建築の形態構

成の原理 を追求するという点では、本研究とも共通 しているが、規範的な構成原理を論考

のみによって定義するという点は、本研究 の立場と根本的に異なっている。本研究で導 き

出そ うとする構成類型は、あ くまでも実例分析に基づ くものであ り、様々な事例の内に存

在する共通特性の摘出によって発見 され、定義され るべ きものである。本研究は、あ くま

でも現実に存在する事例を分析す ることによ り、観念的な思考 のみか ら導き出される理念

とは異なった、必ず しも美学的には優れた ものでな くとも、現実問題 に対する解法 として

の意義を有する形態構成を見いだす ことに重点 を置 いている。

次に、2>の..u匠 研究 としての媾成分析 または特定の建築家の作品分析に関 して

は、実例 を分析す ることによって、それ らの背後にある構成原理を導き出す点では、本研

究 とも共通 しているが、本研究では歴史的な解釈 を問題 としない点や、本研究では特定の

建築家の構成手法ではな く、異なった建築家の作品にお ける共通の構成手法を明 らか にす

るという点で異なっている。ただし、塚本 く1996)の 研究については、複数の建築家 に

よる現代の住宅作品を分析対象としている点や、歴史的な意味解釈 を交えず に分析を行 う

点等において、本研究 と多くの共通点 を有 してbaる 。 しか しなが ら、 この研究 において

は、形態構成の修辞的な類型を明 らかにすることが主 目的 とされているのに対 して、本研

究では、意匠的な問題ではな く、類型 を成立させ る機能的な要因との関係を重視 し、類型

自体 をひとつの設計手法としてとらえる点等において、研究の視点と目的とが異なってい

る。
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また、3>の 特定の地域性や歴史性を有す る建築群の類型分析に関しては、実例分析 を

通 して、それ らに共通する構成原理 を類型というかたちで定義 し、その結果 を新たな設計

に応用す るとい う方法 と目的 とは、基本的に本研究 と一致す るものである。 しか しなが

ら、これ らの研究では、通常分析対象は歴史的街区の建築物や、明 らかに地域的な特色が

観察される建築物等に限 られている。つまり、研究の関心は、分析 を行う前か ら漠然と分

か っている特定の建築群の特性 を、類型 という形で明確化 して記述することにあるといっ

て良い。これに対 して、本研究の分析対象は、異なった建築家が、異なった施主、異なっ

た敷地条件の下で自由に設計を行った住宅作品である。これ らの形態か らは、一見 した と

ころでは、共通 した特性を読み とることはほとんど困難である。本研究は、一見何 の共通

性 もまとまりも無いように見える現代建築の作品を、あえて対象とし、それ らの背後に潜

む構成原理の共通性を読み とって、それを類型 として定義することを目的 としている。歴

史的な保存価値のある建築群や、土着的な建築群 を対象 とした類型研究は、それ らの文化

的な価値 を認識 し、それ らの空間構成の特性を継承する手法 として、有効であることに間

違 いはない。しか しなが ら、それ らの分析か ら導 き出される類型は、私たちが最 も日常的

に関わ り、きわめて現実的な条件への対応を必要 とす るような建築構成への解答を提示す

るものではない。本研究は、最 もあ りふれた現実状況に対応 して設計 された、現代 の独立

住宅を分析対象とす ることにより、現実的な要求に対応することのできる設計方法 に直接

つながるような構成類型を抽出し、定義することを意図している。

さらに、4>の 建築の形態言語 と生成R変 形のシステムに関する研究に関 しては、形態

構成の明快な記述を通 して、既存知識 を設計プロセスに組み込もうとす る点は、本飜究の

目的とも共通するものである。しか しなが ら、この分野における研究の主な関心は、現段

階では、設計プロセスを論理的 に記述すること自体 に向 けられている。この論文 にお いて

も第5章 で設計プロセスの分析を行 っているが、設計プロセスの論理的な記述 自体 は、そ

の目的ではない。本研究における関心は、既存知識 としての類型概念 の、設計プロセスに

おける位置づけを明確にすることに向け られている。例えばひとつの構成類型を新たな設

計 に用いる場合、その適用 の仕方としては、既存類型 をそのまま受け入れ ることも、既存

類型 に変更を加 えることも、複数の既存類型を組み合わせて用いることも可能であ る。こ

れ らすべての場合 を、論理的に記述することは困難であり、たとえ記述で きた としても、

それ らのうちのどの方法を用いるのか といった判断は、結局は設計者に委ね られる ことと

な る。類型を用いた設計方法の利点は、む しろ、具体的な形態を有す るもの として構成原

理が提示されることにより、それを設計者が直感的に理解 し、それ を自由な方法で適用で

きることにある。

最後に、5)の 設計方法としての様々な技法を紹介するものに関 しては、既存の構成手
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法を設計に利用できる知識として整理するという点では、本研究 と共通す る視点を有す る

ものである。なぜな らば、本研究で考察する構成類型 もまた、設計 に用いることを考 える

とき、ひとつの設計手法 として理解 されうるものだか らである。しか しなが ら、これ らの

研究 においては、構成に関わる多 くの観点が示されるものの、手法の記述は個別的な記述

にとどまる傾向がある。また、構成 に関わる様々な手法がどのようにして導き出された も

のであるのかについては、明確 な説明がない場合 も多 い。これに対 して、本研究 において

は、明確 な特定の視点のもとに明示 された方法によって構成分析が行われ、分析対象の中

に潜む複数の構成類型が系統的に示される。

1.2.4本 研 究 の特色

以上、5つ の関連研究領域との比較考察か ら明 らかになった本研究の特色をまとめ る

と、つぎのよ うに記述できる。すなわち、本研究は形態的な分析 を通 して建築の構成類型

を抽出し、さ らにその結果の設計 プロセスへの組み入れ方 を考察す るものである。観念的

な論考か ら規範的な構成原理 を導 き出すのではなく、複数の建築家による様々な具体的条

件に対応 して設計された住宅事例 を、い くつかの特定の視点か ら分析することによ り、今

日の現実問題 に対 して適用可能な構成類型を系統的に示 し、これ を設計のためにも役に立

つ形 の語彙 として提示するという特色を有す るものである。

1.3論 文 の構 成

考察の進め方 としては、まず次の第2章 において、形態構成および類型 に関わる諸問題

について既存の文献 をもとにした考察を行い、本論文 における研究主題との関わ りにお い

て、k成 類型 をどのような概念としてとらえ るのかを明 らかにする。また、論文 中での論

理展開に必要な、そ の他の主要な用語の定義 を行 う。

第3章 および第4章 では、現代の独立住宅を対象 として実際に形態構成 を分析 し、複数

の事例に共通 した特性が認め られるものを、構成類型 として抽出する作業を行 う。第3章

の分析においては、内部空間を含 むヴォリューム の構成 に焦点 を当て、第4章 の分析 にお

いては、外部空間とそれを限定す る要素の構成に焦点 を当てる。ヴォリューム と外部空間

とに着目して分析を行 う理 由は、建築の基本設計において、特にこれ らの配置関係の決定

が建築の全体構成の枠組みを規定す る場合が多いと考え られるか らである。

第3章 および第4章 が、既に完成 した複数 の建物の構成 を比較分析する作業であるのに

対 し、第5章 ではひとつの設計事例 を対象 として、ヴォリュームと外部空間の構成 が設計
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過程の中でどのように成立 して行 くのかを分析す る。ここでは、先 に定義 した構成類型 を

実際に設計に適用する場合のひとつの指針 となる、構成類型と設計過程 との対応関係 を明

らかにすることを意図している。

最後 に、第6章 において、本研究を通 して得 られた知見を総括 し、得 られた成果および

今後の課題について考察する。

注

1)形 態が機 能等 の外的要 因 によ って一義的 に決定 され るもので はな い という主張 と根鎚

とは 、香 山(1988)、Colquhoun(1979)ら の論文 にも示 され て い る。

2>特 にGuadet〈1902)の 軸 構成 の理 論 のア メ リカ およ びイギ リス への移 入 の概 要 は 、

片木(1986)の 論文 で 明 らか にされて い る。

3)例 えば、StingandMitchell(1978、':!)、Flemming(1981、1987)、Knight

(1981、1986、199Q>、KerningandEizenberg(1981>ら の研 究 を挙 げ る ことがで き

る。
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第2章 構 成 類 型 の 概 念 と 用 語 の 定 義

2.1構 成 類型の 概念

2.1.1構 成 と類型

本研究の主題である構成類型 とは、文字どお り構成の類型 を意味している。構成 という

言葉を用いる場合、そ こには既に、何 らかの全体が複数の要素 の集 まりとして成立してい

るという考 えが含 まれている。したがって溝成とは、あ る全体 にかかわる要素間の関係を

示す何 らかの構造であると定義す ることができる。なお、ここでいう構造 とは 「諸要素 の

相互依存ないし対立矛盾の関係の総称1(広 辞苑)とbaう 意味で用いている。このように、

構成 という言葉が比較的容易に定義可能であるのに対 して、類型という概念に明確な定義

を与えるのは容易ではない。

Moneo(1978)が 述べているように、類型は 「最 も単純には、同 じ形態構造によって

特徴づ けられるuの 対象を記述する概念として定義され得 る」と考 えられる。しか しな

が ら、本硬究において、実際に建築構成に関す る具体的な個々の類型 を抽出してゆ くため

には、このような定義だけでは不充分である。また、本概究では、類型を単なる分析のた

めの概念としてとらえるのではな く、設計の際にも役立つ概念的な道具として生かす こと

を意図 してお り、そのよ うな視点 に基づいて、 この概念 を明確に理解 してお く必要があ

る。類型については建築 の分野で これ までに多くの議論がな されてお り、これ を定義す る

ためには少な くとも過去におけるいくつかの主要な考え方を理解 しておく必要がある。

2ユ.2規 範 と して の類型 と事 例 か ら導 き出され る類型

類型 につ いての基本的に異なる2つ の見方 として、ひ とつ には、それ をある種の規範的

な原型の存在 と結びつける立場があり、もうひとつには、そのような規範的な原型の存在

を前提 とせず、あくまで も現実に存在する事例をもとにして類型を導きだそうとする立場

がある。前者の最 も代表的な考 え方 としては、Laugier(1755)
、による 「田野の小屋(la

petitecabanerustique)」 の概念、あるいは白井(1992)が 解釈す るところの、「カ ト

リメールの小屋概念1を 挙げることができる。これ らの立場においては、類型とは模倣さ

れ るべき根元的な原理そのものを意味している。これ に対 して、後者に属する代表的なも

のとしては、Argan(1963)に よって示された類型が生み出 されるしくみ についての考

え方を挙 げる ことができる。彼 によれば、「『類型』は決 してア ・プリオリに形成されるこ

とはなく、常に一連の事例(instances)か ら演繹される。」そ して、 「それゆえ 『類型d
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の誕生は、互いに顕著な形態的あるいは機能的な類似性を有する一連の建物の存在 に依存

している。」とされる。

本研究では、基本的に後者 の見方によって類型を定義することとす る。類型 を、ひとつ

の規範 として とらえる見方が間違っているというわけではない。ある種の規範的な原理 を

模倣する ことによって、多 くの建築が作 られてきた ことは、歴史的な事実であると思われ

る。しか しなが ら、本研究の分析対象は、複雑な社会的、技術的、経済的条件に影響 され

て建て られた現代住宅である。本研究 における構成分析の意図は、様々な必然 によって生

み出されたこれ らの事例の背後 に存在する何 らかの共通 の構成原理を浮かび上がらせるこ

とであり、そのためには規範を論 じることや、どのような構成が美学的に優れているか等

を論 じることにはあまり意 味が無い。構成分析 にあたっては、導き出される類型が どのよ

うな価値を持つのかを最初から問うことはせず、一群の実例の中に見 いだされる共通性の

み によって、個々の類型を定義 してゆ く。

2.1.3類 型 と分類

実例分析をもとにして類型を導き出す場合、多 くの事例 を何 らかの共通性 をもとに分類

するという作業が必要不可欠となる。しか しなが ら、あ らゆる分類結果が類型に結びつ く

わけではない。分類学が多数の事物 の間に何 らかの区分を設けて整理することを目的 とす

るのに対 して、類型学はあくまでも複数の事物の間の原理的な共通性を明 らかにす ること

を目的としている。分類 においては、目的次第でどのような分類基準を用 いる ことも可能

であるが、類型 においては、常 に構造的な差異が問題 となる。WojtowiczandFawcett

(1986)は 、これ に関 してひとつのわか りやすい例を挙 げている。図2-1の 左側は、様 々

な形 のボタンを大きさによって分類 した ものであり、右側 は「円盤の上に全 く同じ4つ の

穴が2つ の直交軸について対称 に配置 されている」という類型学的な構造 を共有するボタ

ンを選別 して枠内に示 したものである。

図2-1ボ タンについての分類 の例 と類型の例1)
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さらに、建築 に関する類型の場合には、それが形態構造として定義 されることが決定的

な重要性 を持つ と考えられる。例 えば、よくビルディング ・タイプと呼ばれる用途やプ ロ

グラムによって分類された建物種別は、本来の類型ではあ り得ない。類型は歴史的な継続

性にかかわるものであ り、用途やプログラムは時代によって変わってしまう可能性が あ

る。Rossi(1982)は 、類型学的形態が機能の変化 を超越 して存続するような例を多 く指

摘 している。機能的な要因は類型 の成立過程で影響 を与えるものの、それだけでは類型の

定義は行われず、形態構造 こそが類型の本質であるといえる。

2ユ,4類 型 の記述 方法

類型の本質は形態構造であると述べた。しかしなが ら、ある形態そのものは類型ではな

い。類型はi様 々な事例の共通特性 としての形態構造であ り、ひとつの事例そのものが類

型 と一致することはない。ここに、類型を記述する際の困難が存在す る。これはMitchell

(7sgo3も 指摘するように、古典的なカン トの三角形の筒題2)と 関係している。すなわち、

「特定のイメージは常にその申のひとつ しか表せないわけで、概念のもつ一般性 には到達

できない」ゆえに、三角形の一般概念をひとつの図で示す ことは不可能とい うわけであ

る。Mitchellは さ らに、必要条件や十分条件によって類型の定義を記述 しようとす ると常

に例外が生じるという問題 を指摘 し、それに代わるものとして、典型的な特徴を記述する

方法 も可能であることを述べている。しか しこの場合には、どうしても定義に曖昧な部分

が残ってしまうことになる。

結局のところ、個々の類型の定義は、とりあえず分析対象 となっている事例 の範囲内で

矛盾を生 じない方法で記述 してお き、新たな事例 を前に して問題が起 こった時に、そ の記

述方法を修正するというや り方が最 も現実的な方法であると考え られる。したがって、こ

こではどのような記述方法が最 も適切かとい う一般的な結論は出さずに、実際に分析結果

をまとめる際に、以上のような問題を意識しつつ、そ の場合 ごとに最 も適切であると思わ

れる記述方法を取ることにする。

2ユ.5類 型 とモ デル

ー貫 した記述方法を定義す ることの困難さは
、類型の概念にどうしても曖昧な部分を残

して しまうことにつながる。ところが、実はこのような曖昧性 こそが、類型の本質的な性

質であると考 えることもできる。Quatremere(1832)は 、r建築辞典』の 「類型 くtype)」

の項 目において、類型の概念 と模範型(modele)の 概念 とを比較しつつ、次のように記

述 している。

厂『類型(type)』 という言葉は、正確 に複写され、または模倣 されるべきもののイメージ
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を表すのではな く、む しろそれ 自体が模範型(modele)に 対する規剿 として働 く要素の

観念を表 している。

...(中 略)...

芸術の実際の制作 の一部として理解 され る模範型は、それ自体あるがままに模倣 され るべ

きものである。これ とは逆 に 『類型』は、異なった人々が、互いに明瞭な類似性を有 しな

い複数の芸術作品に関連 して思い抱 くものである。模範型においては、全てが正確で定義

されているのに対 し、『類型』においては、すべてが多少とも漠然としている。」

建築設計 にお いて何 らかの先例を参照する場合には、正確に複写されるべき模範型よ り

も、具体的な形 を与えるときに設計者の解釈が介入す る類型の方が、はるかに有用である

と思えるQな ぜな らば、建築設計においては、解決すべき問題は個々の条件によって常に

特殊なものであり、一般的な模範解答 の複写は意味をな さな いか らである。

2.1.6類 型 の役割

建築設計においては、機能やプログラムの分析結果が、そのまま形態 を決定す ることは

あ り得 ない。同 じ条件 を満足 させる形態 は、常に無数に存在可能で ある。Colquhoun

(1967>は 、このよ うな形態決定の 自由度 の中で最終的な形態を固定す るためには、過去

における必要や美学的観念に由来す る形、すなわち何 らかの類型的な知識 を、目の前の必

要 に適用することが不可欠であることを指摘 している。この考え方 を拡張すれば、設計の

際には常に何 らかの類型が、時 には意識的に、また時には無意識の内に用い られて いるこ

とになる。類型は、例えば歴史保存地区に建つ建物を設計するような場合 にだけ参照され

るような特殊なものではな く、ごく日常的に用いられる形態言語 もまた、何 らかの類型 に

属 していると考 えることができる。

実例分析の結果得 られた類型を、積極的に新たな設計に生かす ことを試みた先駆的な例

としては、Klein(1934)の 独立住宅の平面分析 に関する研究を挙げることができる。こ

こで分析に用い られた主要な概念は、動線、活動 に有効な部分の面積、採光、平面の幾何

学等であ り、主に機能的な事柄に関心が向けられていた。本研究の関心は、 これ とは異

な って形態構造そのものに向け られている。しか しながら、住宅 とい うごく普通の建物か

ら抽出 した類型を、いわば設計のための道具として捉える視点では共通 している。

類型を規範 として捉えるのではな く、設計者が 自由に扱 うことので きる道具としてとら

えるというのが、本研究 における立場である。Moneo(1978>が 述べて いるように、類

型 は、「その中で変化が起 こる枠組み」であ り、「建築を生成するP凍 れるメカニズムdで

あるよ りはむしろ、未来 を展望すると同時に過去 を否定する手段 にな る」可能性 さえ備え

て いるのである。
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2.2用 語 の定義

ヴォ リュー ム(volume)

一定の容積を有 し
、何 らかの境界面によって閉 じた領域 として分節された空間。本

論文では、これを外側から眺めた場合 の特質に焦点 を当て、周囲の空間に対 して図

として浮かび上がる、内部空間を含 む立体の意味で用 いている。

ヴォ リュ ーム要素(volumetricelement)

全体 としてのヴォリュームか ら、形態的な特徴によって分節 される、全体を構成す

る部分 としてのヴォ リューム。第3章3節 では、 この論文での構成分析における

ヴォ リューム形態のヴォリューム要素への分解方法を詳 しく定義 している。

形 の語彙(vocabularyofform)

個人的に保有 され、あるいは集団的、社会的に共有 されて用 いられる、形の類型の

総体。

外部 空間(exteriarspace)

内部空問以外の空問。

空問形 態(voidform)

物体形態 と対 をなす概念で、物 と物 との問、あるいは物の周囲の空きの部分 の形態

を意味す る。

形 態(form)

物体や空問の形を意味す る。しばしば形態 という言葉が空問の対概念のように扱わ

れ物体形態 のみを指 し示す言葉として用 いられる場合があるが、本論文ではそ うで

はな く、形態は物体形態と空間形態の両方 を示すもの として用いている。

形態構成(formalcomposition)

ある形態全体の部分 となる形態要素問の関係を示す形式。

参考:香 山(1988)
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構 成(composition>

あ る全 体 にか かわ る要 素間 の関係 を示す形 式 。形態 的な 関係 以外 に、機 能的 な 関係

等 が含 まれ る こ とが ある 。

構 成 類 型(typeofcomp◎SLt1012)

構 成 の類型 。

[立 体 の]構 成 面(surface[ofasolid])

立体 を取 り囲み 、そ の形態 を構 成す る要 素 と して の面 。

設 計 モ デル(designmode1)

何 らか の媒体 によ って設 計 案 を外 在化 した もの。

事 例(instance)

あ る類型 に属 す る実 際の例 。同O類 型 に属す る複 数 の事 例 は、何ち か の特質 を共 有

す る。逆 に、共 通 した特 質 を持つ 複数 の事 例 によ って類 型が構 成 され る。

参 考:Mitchell(1990)、Argan(1963)

内 部 空 間(interiorspace)

外気 か ら遮 断 され 得 る、物理 的 に閉 じた 空間 。

半 限 定 空 間(semi-enclosedexteriorspace)

第4章3節 で定義 され る空 間的 な限 定度 の高 い外部 空間 。

非 限 定 外 部 空 間(non-enclosedexteriorspace)

外 部 空間 の うち、半 限定 空 間以 外 の部分 。

物 体 形 態(solidform)

空 間形態 と対 をなす概 念で 、彫刻 的 で ソ リッ ドな物 の形 を意 味す る。

分 類(classification)

物 事 を区分 し、体 系 づ けて 整理す る こと。
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面要素(two-dimensionalelement)

内部空問を含むヴォリューム要素に対する概念で、要素の内部に空間を有 しない厚

みの小さな形態要素を指す。平面的な要素ばか りでなく、曲面や折れ曲がってはい

ても連続 している面か らなるものを含む。

類型 〈type)

同じ形態構造によって特徴づけられ る一群の対象を記述す る概念。特に本論文にお

いて類型概念 をどのように解釈するのかについては、第2章1節 で詳 しく述べて い

る。

参考:Manea(1918>
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注

1)図 の出典:W(朮owiczandFawcett(1986)、p.25。

2)「 実際、我々の純粋な感性的概念の根底 に存するのは、対象の形像ではなくて図式で

ある。三角形の概念には、三角形のどんな形像 も決 して十全に合致するものでない。三角

形 の概念 は、三角形が直角三角形であろうと、不等辺三角形その他で あろうと、一切の三

角形 に通用す る普遍妥当性をもっているが、三角形の個々の形像 となると、かか る普遍性

に達する ことができずに、常に三角形という範囲の一部だ けに制限 されるか らである。三

角形の図式は、思考のうちにしか存在 しない、そ して空間における純粋な形像 に関 して、

構想力による綜合 の規則を意味するのである。」(Kant、1787)
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第3章 ヴ ォ リ ュー ム の 構 成 類 型

3.1概 要

この章では、建築 を構成す る基本的な要素である内部空間を含 むヴォリューム要素に着

目して、その形態構成 を分析する。構成類型の抽出方法 としては、まず分析対象とする住

宅の外観形態 を一定の基準に基づいて単純化 し、つぎに.こ の単純佑された形態を、や は

り一定の基準に基づく方法によって、複数のヴォリューム要素に分解す る。そ して、これ

らのヴォリューム要素相互の配列形式 の共通控 をもとに して、住宅事例のグルー ピングを

行う。最後 に、各グループごとに、形態構成 と内部空間との関係 を形態 と機能の両面か ら

考察 し、ヴォ リューム形態の構成類型 を定義する。また、特 に単独のヴォリューム要素で

できているとみなされる住宅事例については、そのヴォリューム要素自体の形態的特質 に

ついて、さらに分析を加え、単独 のヴォリューム要素の形態類型 を抽 出す る。

3.2分 析対 象

ヴォリューム形態の構成類型の抽出において分析対象とす るのは、建築家が特定の施主

のために設計 した鉄筋コンクリー ト造の独立住宅である。独立住宅とい う設定によって、

建物 の規模、内部諸室の大 きさや用途等が、一定の範囲内に限定される。ただし、住居を

主用途 とし、一部を他用途 とする兼用住宅も分析対象に含 むこととす る。独立住宅の構造

には、木造のものと鉄筋コンクリー ト造の ものが比較的多 く見 られるが、ここでの分析を

鉄筋コンクリー ト造のものに限定 した意図は、木造に比べて工法の歴史が浅いために建物

の形態が標準化 された工法や伝統的な溝成手法にとらわれる度合 いが少なく、また、素材

上の特性か らも造形上の自由度が高いことか ら、設計者の構成意図が比較的表現されやす

いと判断 したためである。鉄筋コンクリー ト構造の中で、壁式構造やラーメン構造を区別

する ことも考え られるが、実際にはそれ らの複合型も存在するため、ここではそれ らを特

に区別せず、また、主体 を鉄筋コンク リー ト構造 とし、一部を他構造とするものについて

も分析対象 に含めることとする。

資料 としては、 ・:r年 ～1989年 の10年 間に出版 された雑誌 「住宅建築」誌に掲載 さ

れた住宅作 品を用いている。誌上 に発表 される住宅には、設計者の名前が明示され、創作

された作品 としての性格 を有す ることか ら、設計者の構成意図を強 く反映 した住宅が比較
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的多 く含 まれると考え られ る。また、これ らはすべて特定の施主 のために設計された住宅

で あ り、それぞれ異なった要求に応 じて設計されていることか ら、その建築構成 に関 して

も、大量生産され る住宅にはみ られない多様性が含 まれる と考 えられる。これ らの住宅は

すべて国内に実際に建設 された ものであ り、資料を1980年 代のものに限定す ることに

よって、地域的、時代的な範囲設定 を行 っている。なお、掲載作品の中には、次節で説明

する分析方法を適用するために必要 とされる図面、写真等の資料が充分整わないものが

あったため、分析にはこれ らを除外 した残 りすべての事例である309例 の住宅作晶 を用い

ている。

3.3分 析 の方法

3.3.1外 観形態 の単純化

建築物の外観形態は、一般 に多 くの凹凸を有 し高度に複雑であるため、分析にあたって

は、これをよ り単純で抽象化 された形態に置き換える必要がある。ヴォリュームの構成を

分析するための外観形態の単純化 は、以下 の基準に従って行われ る。

(1)面 的あるいは線的な突 出部分の除去

以下に挙げるような建築物の部分で、その部分 を取 り払 ったときに、形態がより単純な

ものとな る場合 には、その建築物の形態 を、これ を除去 した形態に置き換える。

a.バ ル コニー、屋外階段等で、外部に開放されているもの。

b.外 壁よ り外に差 し出した屋根の部分および庇。

c.塀 および外壁よ り突出する袖壁。

d.屋 上のパラペッ トや手摺。

e.壁 、屋根を全 く有 しない架構物。

(2)小 さな凹凸の無視

例えば瓦屋根面のように、ある部分 について小さな凹凸が繰 り返され る場合には、これ

をひとつの滑 らかな面に置き換える。また、出窓や戸袋 のように外壁面や屋根面か ら部分

図3-1基 本形態 と切削
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的な突出があるとき、突出が1m以 下1)で ある場合には これを無視する。

(3)切 削部分 の無視

図3-1の1に 示すようにiあ る形態(a)が もとの基本形態(b)か ら小部分(c)を

切削 した もの として認識される場合 には、この切削部分 を無視 して、その形態を基本形態

(b)に 置き換 える。切削部分が比較的大きな場合であっても、図3-1の2の ように建物

と一体 になった線的または面的な要素によって基本形態の輪郭が示されているような場合

(a)に は、や は りそれを基本形態(b)に 置き換える。

3.3.2ヴ ォ リュー ム要素へ の分解

ヴォリューム要素への分解 とは、外観形態 の単純化1'よ って得 られたヴォリューム形態

を、複数のより単純な形態 を有す るヴォリューム形態の組み合 わせに置 き換える操作 を意

味している。ここで、よ り単純であるとは、ヴォリューム形態相互の比較において、その

形態の構成面の数が、より少ないことを意味 している。分解には、次の2種 類の方法があ

る。

(a)切 断による分解(図3-2の1)

ひとつのヴォリューム形態を切断 して2つ のヴォリューム形態に分ける方法である。こ

のとき、切断面は必ず もとのヴォリューム形態の構成面のうちのいずれかと同じ平面 もし

くは曲面上 にあることとする。

(b)離 合 による分解(図3-2の2)

ひとつのヴォリューム形態を2つ のヴォリューム形態 に置き換える際、分解後の2つ の

図3-2ヴ ォリューム要素への分解

図3-3分 解 を行わない場合
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ヴォリューム形態 につ いて、共通部分 の存在を認める方法で ある。この共通部分 を仮 にひ

とつのヴォリューム形態 とみな した とき、その全ての構成面は、もとのヴォリューム形態

の構成面のいずれかと同O平 面もしくは曲面上にあることとする。

ヴォリューム形態 の分解は、分解後 の各々のヴォリューム形態がもとのヴォリューム形

態よ りも単純 になるように行われるが、分解の限度は以下の3つ の基準 によって定め られ

る。

(a)あ るヴォ リューム形態が凸多面体(立 体内部の任意の2点 を直線で結んだ とき、こ

れ ら2点 を端点 とする線分が常 にそ の立体の内部 にあるような多面体)で あるとき、それ

以上分解 を行わない。

(b>切 断によってもとのヴォリューム形態の構成面が分割 され る場合、その数は2面 以

下 であること(例 えば、図3-3の1の よ うな場合 は、3つ の構成面が切断されるため、こ

のような分解 は行わない)。

(c>離 合 において、分解後 の2つ のヴォ リューム形態の構成面の数の合計が もとのヴォ

リューム形態 の構成面の数よ り増 える場合、その数は2面 以下である こと(例 えば、図3-

3の2の 場合、分解前の構成面の数が10、 分解後の構成面の総数が14で4面 増加するた

め、このような離合 は行わな い。

以上のような限度に至 るまで分解 されたヴォリューム形態のことを、以降においてヴォ

リューム要素と呼ぶ こととする。

3.3.3二 つの ヴォ リュー ム要 素 間の相互 関係

複数のヴォ リューム要素間の関係は、一般には高度に複雑で、多数のヴォ リューム要素

が存在する場合、3つ 以上の要素を同時に総合的 にとらえたときに、は じめて明 らかにな

る関係 も存在 しうる。しか しなが ら、最初か らこのような複雑な関係を含 めて分析す るこ

とは、かえって分析方法に明快さを 欠 くことにな りかねないため、ここではまず、多数

の要素のうち、2つ ずつのヴォリューム要素の相互関係 を分析す ることを基本 としてい

る。2つ のヴォリューム要素間の相互関係は、以下の3つ の項 目にお いて分析 され るZ)。

項 目1は 、2つ のヴォリューム要素のr何 学的な対称軸が相互に一致 しているか否かを

調べるものである。2つ のヴォリューム要素各々に対称軸が存在 し、それ らの軸線が一致

す る場合、項 目 王の値 を〈A:同 軸〉とし、それ以外の場合を〈B:非 同軸〉 とす る(図

3-4の1>。 なお、ここでは、た とえあるヴォリューム要素がその全体形において完全に

対称でな くとも、その形態の一部分において対称性を有する場合、そ こに対称軸が存在す

る ものとして分析を行 う。

項 目2は 、2つ のヴォリューム要素の幾何学的な方向性にかかわるものである。2つ の
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ヴォリューム要素の主要な構成面の方向が互いに平行 または直交である場合、項 目2の

値 を〈A:平 行 ・直交〉とし、斜交である場合、この値 を〈B:斜 交〉とする(図3-4の

2)。 不整形な形の場合 には、2つ のヴォリューム要素が相互 に対面、接触あるいは重合

する部分の構成面の方向によって判断を行う。

項 目3は 、2つ のヴォリューム要素の位置関係にかかわるものである。この項目は、〈

A:包 含〉、〈B:重 合〉、〈C:従 属〉、〈D:併 置〉、〈E:対 面〉、〈F:無 関係

〉の6つ の内のいずれかの値をとるものとす る(図3.4の3)。 〈A:包 含〉は、一方の

ヴォリューム要素が完全に他方の形態要素の内部にある場合である。〈B:重 合〉は、2

つのヴォリューム要素が部分的に重な り合 う場合である。〈C:従 属〉は、2つ のヴォ

リューム要素が接触 し、少なくともひ とつの接触面において、一方 のヴォリューム要素の

構成面が他方のヴォリューム要素の構成面の部分領域 となる場合である。なお、この場合

に前者のヴォリューム要素が後者のヴォ リューム要素に 「従属す る」といい、前者 を 「従

属す る要素」、後者を 「従属される要素」と呼ぶこととす る。〈D:併 置〉は、2つ のヴォ

リューム要素が接触 し、そ の接触面について、双方 のヴォリューム要素の構成面が部分的

にのみ重なり合 う場合である。〈E:対 面〉は、2つ のヴォリューム要素が離れていて、

一方の形態要素のいずれかの構成面の正面 に他方のヴォリ
ューム要素の全部あるいは一部

が存在 し、かつ、これ らの問を完全 に遮 るような他のヴォリューム要素が存在 しない場合

である。〈F:無 関係〉は、以上 のAか らEま でのいずれにも該当 しない場合である。

以上、項 目1、 項 目2、 項 目3の 値の組み合わせは、2つ のヴォリューム要素間の形態

図3-4二 つのヴォリューム要素の相互関係
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図3-5外 観形 態 のヴ ォリュー ム要 素 へ の分解 例3)

構 成 上 の関係 を示 す もので あ る。た だ し、項 目3が 〈F:無 関 係〉 とな る ものは 、構 成 上

あ ま り意 味 を持 た な いた め、 これ を省 い た2×2×5=20通 りの組 み 合 わせ を配 列 パ

ター ン と呼び 、以下 の分析 に用 い る こと とす る。図3-5は 、外 観 形態 の単 純化 お よび ヴ ォ

リュー ム要 素へ の分解 の一例 で ある。この例 の 場合 、5つ に分解 された ヴ ォ リュー ム 要素

間 の配列 パ ター ンは、そ れぞ れ 、1-2(ヴ ォ リュー ム要 素1と ヴ ォ リューム要 素2の 関係 、

以 下 、同様 に表記 す る。)が 〈B:非 同軸〉 ・〈A:平 行/直 交 〉 ・〈D:併 置〉 で[BAD]、

1-3が 〈A:同 軸〉 ・〈A:平 行/直 交 〉 ・〈C:従 属 〉で[AAC]、1-4、1-5、2-5が

す べて 〈B:非 同軸 〉 ・〈A:平 行/直 交 〉 ・〈C:従 属 〉で[BAC]と な り、2-3、2-

4、3-4、3-5、4-5に つ いて は項 目3が 〈F:無 関係〉 とな るた め、配列 パ ター ンと して

は考 慮 され な い。結局 、図3-5の 事 例 は、[AAC]+[BAC]+[BAD]と い う3種 類 の配

列 パ ター ンを含 む形 態構 成 と して理 解 され る。

3.3.4ヴ ォ リ ュー ム 形 態 の構 成 類 型 の抽 出 方 法

一般 に、n個 の ヴォ リューム 要素 の集合 で あ る建 築物 には最大 。C2個 の配列 パ ター ンが

存 在す る。した が って、例 え ば3個 の ヴ ォ リュー ム要素 の集 合で あ る建 築 物 の配 列 パ ター

ン は3C2=3個 以 内で あるが、一方 、5個 の ヴォ リューム要 素 の集合 で あ る建 築物 には、最

大5C2=10個 の配列 パ ター ンが存 在す る。このよ うに配列 パ ター ンの数 が 異な る もの同士

を比較 す るのは 困難 で ある よう に思 えるが 、実際 の例 を観 察す る と、数 多 くの ヴ ォ リュ ー

ム要素 を含 む事 例 にお いては、同一種類 の 配列パ ター ンが繰 り返 して用 い られて いる こ と

が 多 く、ひ とつ の建築 物 に含 まれる 配列パ タ ー ンの種 類数 は 、比較 的少 数 に限 られ る こ と
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がわかった。そ こで、ひ とつの建築物が どのように異なった種類 の配列パターンを含むか

に着目し、これによって、分析対象となる建築物のグルー ピングを行 う。ひとつの建築物

に含 まれる配列パターンの組合せは、ヴォリューム形態の構成類型 の定義 に深 く関連す る

が、配列パターンの組合せとヴォリューム形態の構成類型 とは必ず しも一対一に対応す る

とは限 らず、同じ配列パターンの組合せが、複数の構成類型や、類型に属さない特殊な形

態構成に対応することも考え られる。そ こで、ヴォ リューム形態 の構成類型の定義 にあ

たっては、配列パターンの組合せによるグルーピングの結果 をそのまま構成類型の定義 と

して用 いるのではな く、得 られた グループごとに実際の形態構成 を比較観察 し、それ らの

問に形態上の明 らかな共通特性が存在す ることが確認される場合に、その共通特性によっ

てヴォリューム形態 の構成類型を定義す ることとする。

3.3.5ヴ ォ リューム形態 の構成類 型 と内部空間 と の関連 分析

ヴォリューム形態の構成類型は、上に述べたよ うに、基本的には建築物の外観に現れる

形態上の特質 によって定義されるものである。これに対 して、ヴォリューム形態の構成類

型が内部空間 とどのような関連を持つか につ いての分析は、それぞれの構成類型の成立要

因および構成類型と関連する形態面以外 の特性についての解釈 を提供するもので、類型 に

ついてのより多面的な定義をつけ加えるものである。成立要因や形態面以外の特性 を含め

て、類型の性質を多面的に理解 しておくことは、既存 の類型を新たな設計に用いる際に、

その適用の妥当性を判断する上で、特に重要になると考え られる。ここでは、内部空間 と

の関連分析 を二つの観点 に基づいて行 うこととす る。

分析の第一の観点 は、外観形態 と内部の空間形態との整合性に関するものであり、外観

上の形態的特質によって導出された構成類型の定義に、内部空間の構成上の要因を含めた

定義 をつけ加えるものである。分析は、外観におけるヴォ リューム形態の分節 と内部空問

の分節の一致を調べることによって行われる。外観上の形態的特質にもとついて住宅全体

のヴォリューム形態を複数のヴォリューム要素に分解 した際の、各 ヴォリューム要素の問

の切れ 目、すなわち、外観におけるヴォリューム形態の視覚的な分節境界は、必ず しも実

際の内部空間の分節境界、つまり内壁や可動間仕切 りと一致す るとは限 らない。そ こで、

外観をもとにしたヴォリューム形態の分節境界 と内部空間の実際の分節境界 との関係を、

〈A:一 致〉、〈B:部 分一致〉、〈C:不 一致〉の三種類に区別 して分類を行 う。

外観をもとにして分解 されたヴォ リューム要素の構成面のうち、実際には建物の内部に

ある部分について、垂直方向の構成面については、実際に内壁、可動間仕切 り、あるいは

建具のある開口部が、その部分の長 さの半分以上ある場合 を〈A:一 致〉とし、半分未満

の場合を〈B:部 分一致〉、全 く存在 しない場合を〈C:不 一致〉 とする。また、水平方
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向 の構 成面 につ いては 、床 等 の 区画が そ の部分 の面積 の 半分 以上存 在す る場 合 を<A:一

致 〉 と し、半分 未満 の場合 を〈B:部 分 一致 〉、全 く存在 しな い場合 を〈C:不 一 致 〉 と

す る。分 節境界 に垂 直 、水平 の両方 の構 成面 が 関わ る場 合 に は、これ らの分類 基 準 をふ ま

え て総合 的 に判断 す る。

第二 の観 点 は、内部 空 間の機能 に関連 す る もので ある。分 析 にお いて は、住 宅 内 の空 間

の機 能 を三種 類 に区別 し、外 観 をも とに分解 され た ヴォ リュー ム要 素が 、各 々の内 部 空 間

にお いて三 つ の内 の どの機 能 を有 して いるか によ って分類 を行 う。三種 類 の機能 とは、〈

a:居 室 機能 〉 、〈b:サ ー ビス 機能 〉、そ して〈c:動 線 機能 〉 の三 つ で あ る。〈a:

居 室機 能〉 は、住 宅 の内部空 間 にお いて最 も主 とな る機 能で あ り、居 間 、ダイ ニ ン グキ ッ

チ ン、寝室 、子 供室 、書斎 等、継 続的 に使 用 され る生活 空間 の機能 で あ る。〈b:サ ー ビ

ス機 能〉 は、浴 室 、便所 、専 用 台所 、収 納 、機 械室 等 の非居 室 空間 の機能 で あ る。 〈c:

動 線機 能〉 は 、玄 関、廊下 、階段等 、諸室 の結 びつ き にかか わ る機 能 で ある。居 室 と非 居

室 とで は、建築 基準 法 にお いて も採光 条件 が異 な り、また 、サ ー ビス機能 や動 線機 能 を 受

け持 つ空 間 の方 が居室 機能 を受 け持 つ空 間に比べ て一般 に小 空間 であ るため 、それ らは配

置 に関 して もお のず と異 な った制 約 を受 け る。なお 、分 類 に際 して は、居 室 空間 に直 接面

す る本棚 や押入 等 の小 さな収 納 空間 に関 して は、これ を特 にサー ビス機 能 と して は取 り上

げず 、居室 機能 に含 まれ る もの とす る。ひ とつ のヴ ォ リューム要 素 は、三 種類 の機 能 の 内

の一種 類 に対応 す る こと も有れ ば、二種 類 、三種 類 の機能 を含 む こともあ る。

3.4複 数 の ヴ ォ リュ ー ム 要 素 か ら な る構 成 類 型

3.4.1形 態 構 成 の グ ル ー ピ ン グ

表3-1ヴ ォ リュー ム要 素の 数 と事 例 数

ヴォリューム要素数12345678910合 計

事例数848261363365011309

表3-2配 列パ ター ンの種 類数 と事 例数

配列パターンの種類数123456合 計

事例数10249392582225

表3-3各 配列 パ ター ンを含 む住 宅事 例数

配列パターンBACBADAACBAEBABAAEAADBBCAABBBBBAAABBBBEBBDABC

住宅の事例数1616563565231986443322
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まず最初 に、分析対象 とした309例 の住宅作品について、3.3.1で 示 した基準に した

がって外観形態の単純化 を行い、ひきつづき、単純化によって得 られたヴォリューム形態

について、3.3.2で 示した基準 にしたがい、複数のヴォリューム要素への分解 を行 った。

その結果、84の 事例は単独のヴォリューム要素でできてお り、残 りの225例 が複数 の形

態要素に分解 され ることがわかった。各住宅に含まれ るヴォリューム要素の数と、該 当す

る住宅の事例数 との関係を示 したのが、表3-1で ある。次 にこれ らの複数のヴォリューム

要素か らなる225例 の住宅について、それ らに含まれる2つ ずつのヴォリューム要素間の

関係が、3.3.3で 定義 した配列パター ンのうちのどれに該当す るかを調べた。その結果、

各住宅のヴォリューム要素間の関係には、1種 類か ら6種 類の配列パターンが含まれてい

ることがわかった。ひとつの住宅に含 まれ る配列パター ンの種類数と、該当する住宅の事

例数 との関係 を示 したのが表3-Zで ある。20種 類存在する配列パターンのうち、分析対

象 とした事例の中で実際に用いられているものは15種 類であった。表3-3は 、これ ら15

種類の配列パター ンを含む住宅の事例数を示 している。よ く用 いられる配列パターンとそ

うでないもの との問には、その頻度に大きな開きがあることがわかる。

図3-6は225例 の住宅と、各住宅のヴォリューム要素間の関係に含 まれる配列パター

ンの種類との対応 を、数量化理論皿類 を用 いてグルー ピングした結果 を示 している。各住

宅番号に対応す る作品名、設計者名 と、それぞれ のヴォリューム要素数を表3-4に 示 して

いる。以下の分析では、図3-6に おいて同 じ配列パターンの組合せに対応す る住宅の事例

が3つ 以上存在するグループを取 り上げ、グループごとに、ヴォリュームの形態構成にみ

られる特性、およびヴォ リューム構成 と内部空間との関連 にみ られ る特性を観察 し、明 ら

かな共通特性が確認される場合に、それ らをヴォリュームの構成類型 として定義する。な

お、以下の考察においては、グルーピングの結果を一種類の配列パター ンのみを含む場

合、二種類の醗列パターンを含む場合、および三種類以上の配列パターンを含む場合の三

つに大別し、それぞれの場合について、多 くの該 当例を有するグループから、順に考察 を

行 うこととする。

3.4.2一 種 類 の配 列パ ター ンのみ を含む形 態構成

図3-6の 中で、一種類の配列パターンのみ に該当する住宅は、その配列パターンそのも

のが、住宅全体を特徴づけるヴォリュームの形態構成 となっているものであると考え られ

る。表3-5は 、一種類の配列パターンのみに該当する住宅の事例数を、配列パターンごと

に示 したものである。これをみると、上位 の4つ の配列パター ンが他 に比べて特に多く用

いられている ことがわか り、これ らの配列パターンによる形態繕成が、ヴォリュームの構

成類型 として成立す る可能性が考 えられる。そ こで、まず これ ら4つ の配列パ ター ンを単
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図3-6複 数のヴォリューム要素からなる住宅225例 に含 まれ る配列パターンの分布
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表3-4複 数のヴォリューム要素か らなる住宅225例 の一覧表
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分節境界
機 能(a:居 室b:サ ー ビスc:動 線)

合 計a a+b a十c a+b+c 小計 b C b+c 小計
A:一 致 7 z 1 1 11 8 4 10 22 33

B:部 分 一 致 6 1 0 1 8 2 10(6) 1 13(6) 21(6)

C:不 一 致 16(3) 0 0 0 16(3} 1 5(3) 1 7(3) 23(6)

合 計 29(3) 3 1 2 35(3) 11 19f9) 12 42(9) 77(12)

表3-5一 種類 の配列パ ター ンのみを含む住宅の事例数

配列パターンBACAACBABBADABBAABAAEBBB計
住宅の事例数5825772111102

独で含むような形態構成について考察す る。

(1)配 列パターン[BAC]の みを含 む形態構成

配列パターン[BAC]は 、〈非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を意 味している。こ

の配列パ ター ンのみを含む58の 事例中の40例 は2つ のヴォリューム要素による構成で、

大きい方の要素に小さい方 の要素が平行あるいは直角方向に従属 し(例外的に、大小関係

が逆 のものが1例 ある)、 全体 として非対称な形態構成を有 して いる。3つ 以 上のヴォ

リューム要素がある場合、従属する要素の数が増えるだけで、基本的な構成原理は同じで

ある。つま り、主 となるひ とつの大きな要素(主 要素 と呼ぶ)と 、それ に従属す る比較的

小 さな要素(従 属要素 と呼ぶ〉との組合せが、58の 事例すべてに共通す る、ヴォ リュー

ム構成上の特徴である。なお、全部で77の 従属要素のうち、主要素の上方 に位置するも

のが12(15.6%)、 水平方向 に位置するものが65(84.4%)存 在する。

内部空間との関連を調べ ると、主要素はどの事例において も、三つの機能すべてを含 ん

でいることがわかった。そこで従属要素について、主要素との問の分節境界の性質 と、含

まれる機能とについて調べた結果が表3-6で ある。〈a:居 室機能〉のみを含 む従属要素

は、分節境界が〈C:不 一致〉 となる場合が多いことがわかる。また、居室機能 を含む場

合(a、a+b、a+c、a+b+c)と 含 まな い場合(b、c、b+c)の 二通 りに分

けて集計 した場合、後者 において分節境界が〈A:一 致〉 となる場合が多いことがわか

る。これは、この形態構成における従属要素として、代表的な二種類のものが存在するこ

とを意味 している。ひとつは、動線機能やサー ビス機能のための比較的小さな空間が主空

間に付加されるもので、この場合には外観上の分節境界が内部の分節境界 と一致す る。も

うひとつは、居室空間の一部が何 らかの理 由で居室の主な部分が含 まれ るヴォリューム の

表3-6類 型①の従属要素の分析結果

(括弧内の数字は、主要素の上方に位置するものの内訳数を示す)
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図3-7類 型① に該当する住宅の形態構成(代 表例)

構成面か ら突出するもので、この場合、外観上の分節境界は内部の分飾境界とは一致 しな

い。なお、主要素の上方 に位置す る従属要素のうち、分節境界が〈B:部 分一致〉となる

6例 は、すべて〈c:動 線〉の機能であるが、これ らは屋上への出口である。<C:不 一

致〉 となる6例 は、すべて屋根面から突出する トップライ トである。

以上の考察 から、配列パターン[BAC]の みを含む58例 すべての形態構成 に関しては、

いくつかの明確な共通特性が認め られるため、これを類型① として定義する。図3-7は こ

れに該当するいくつかの代表例 を示 したもので、図申の網掛け部分は主要素 を示してい

る。類型としての共通特性を、以下に要約する。

類型①

[外観形態の特質]

・外観形態は非対称で、直交 グリッ ドにしたが う。

・ひとつの主要素 と他の従属要素とが区溺 され る。

[内部空間との関係]

・主要素 には、三種類の機能すべてが含 まれる。

・従属要素の典型的な形成要因として、次の二種類が存在する。

1>非 居室空間の付加

2)居 室空間の部分的突 出

(2)配 列パターン[AACユ のみを含む形態構成

配列パター ン[AAC]は 、〈 同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を意味している。この

配列パター ンのみを含む25の 事例中の22例 は、二つのヴォリ.ユーム要素による構成で、

残 りの3例 は、三つのヴォリューム要素による構成である。基本的に、ひとつの主要素に

他のヴォリューム要素が平行あるいは直角方向に従属する点は、類型①の構成と同様であ

るが、主要素と従属要素 とが共通の軸線上に配置 される ことにより、左右対称な外観が生

まれ 、あるいは強調 され る。全部で29の 従属要素のうち、従属される要素の上方 に位置

す るものが13(44.8%)、 水平方向に位置す るものが16(55,2%)で ある。類型① に該 当
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表3-7類 型②の従属要素の分析結果

(括弧内の数字は、主要素の上方に位置するものの内訳数を示す)

す る事例に比べて、従属要素が上方に位置する割合が大きいことがわかる。

内部空間との関連を調べると、や はりどの主要素 も三つの機能すべてを含んでいる。従

属要素について調べた結果が表3-7で ある。従属要素が〈a:居 室機能〉のみ を含む場

合、や はり分節境界が〈C:不 一致〉となる場合が多いことがわかる。そ の内で従属要素

が主要素の上方 に位置す るものは、天井 をヴォール ト状 とし、あるいは傾斜 させて上方へ

突出 させたものである。また、類型①の構成 においては主要素の上に位置す る従属要素で

分節境界が一致 となるものは無か ったが、ここでは上方 に位置 し、居室機能 を含 むもの

(a、a+b、a+c、a+b+c)5例 が一致 となっている。これは、居室空間を含む

ひとまとま りの空間全体が、主要素の上に付加されることを意味 している。

以上の考察から、配列パター ン[AAC]の みを含む25例 すべての形態構成には、明 ら

かな共通特性が認められ るため、これを類型② として定義す る。図3-8は いくつかの事例

を示 した もので、図中の網掛け部分 は主要素を示 している。類型 としての共通特性 を以下

に要約する。

類型②

[外観形態の特質]

・外観形態は対称性 を有 し、直交グ リッドに したがう。

・ひとつの主要素 と他の従属要素 とが区別され る。

[内部空間 との関係]

・主要素には、三種類の機能すべてが含 まれる。

・従属要素の典型的な形成要因として、次の三種類が存在する。

図3-8類 型②に該当する住宅の形態構成(代 表例)
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分節境界

機能(a:居 室b:サ ー ビスc:動 線)

合 計a a+b a十c a+b+c 小計 b C b+c 小計
A:一 致 2(2) 0 3(2) 3(1) 8(5) 2 4(1) 0 6(1) 14(6)
B:部 分 一致 0 0 0 0 0 0 2(1) 0 2(1) 2(1)
C:不 一 致 8(4) 0 2(1) 0 10(5) 3(1) 0 0 3(1) 13(6)

合 計 10(6) 0 5{3) 3(1) 18(10) 5(1) 6(2) 0 11(3) 29(13)



1>居 室空間の部分的突出

2)居 室 を含む空間の付加

3)非 居室空間の付加

(3)配 列パターン[BAD]の みを含む形態構成

配列パターン[BAD]は 、〈非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈併置〉 を意味 している。こ

の構成に該当する7例 は、すべて二つのヴォ リューム要素による構成である。二つのヴォ

リューム要素は平行あるいは直角方向に併置の関係で置かれる。すなわち、二 つのヴォ

リューム要素は接触するものの、一方が他方に従属するものではない。大 きさの点で も、

二つのヴォリューム要素閲にあまり顕著な差は見 られず、それ らの組合せによる外観形態

は非対称なものとなる。

互いに併置の関係にある二つのヴォリューム要素の分節境界を調べると、7例 中の3例

には〈A:一 致〉で、残 り3例 は〈B:部 分一致〉である。また、内部の機能 を調べ ると、

14の ヴォリューム要素の内、11の ヴォリューム要素には、三つの機能すべてが含 まれ、

残 り3つ についても、すべて居室機能が含まれている。これ らのことから、外観 において

併置の関係 にあるヴォリューム要素は、すべて居室機能 を含む主要な空間であり、内部空

間において も、要素 ごとの分節度が高い空間であるといえる。

以上の観察から、配列パター ン[BAD]の みを含む7例 の形態構成には、明 らかな共通

特性が認 められるため、これを類型③ として定義す る。図3-9に 、これ らの事例 を示 して

いる。類型 としての共通特性 を以下に要約する。

類型③

[外観形態の特質]

・外観形態は非対称で、直交 グリッ ドにしたがう。

・比較的大 きさの等 しい二つのヴォリューム要素が併置され る。

[内部空間との関係]

・二つのヴォリューム要素は、いずれも居室機能を含む主要な空間である。

図3-9類 型③ に該 当す る住宅の形態構成
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(4)配 列パターン[BAB]の みを含む形態構成

配列パターン[BAB]は 、〈非 同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈重合〉を意味している。こ

図3-10類 型④ に該当す る住宅の形態構成 と内部分節に応 じた分解結果
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の配列パターンのみを含む7例 の形態構成は、すべて二つのヴォ リューム要素による構成

である。複数のヴォリューム要素が平行あるいは直角方向 に互 いにかみ合わされた、非対

称な外観形態 を有す る。

重合の関係 にある二つのヴォ リューム要素の共通部分(外 観において見 えない部分)の

構成面は、もとの全体のヴォ リューム形態 の構成面 の延長 として仮定 され るものである。

そ こで、仮定 され る共通部分の構成面が、実際の内部空間の分節境界 と一致す るかどうか

を調べた。実際の内部空間の分節境界にしたがって二つのヴォリューム要素を分解 した結

果を図3-10に 示 している。共通部分 については、外観 をもとに仮定される構成面 と内部

の実際の分節境界 との関係が〈A:一 致〉となる場合 にはそのまま表示 し、〈C:不 一致

〉 となる場合 にはその部分を削除 した表現 としている。また、〈B:部 分一致〉となる場

合には これを破線で示 している。7例 中6例 については、外観 をもとに仮定される二つ の

ヴォリューム要素のうち、一方のヴォリューム要素のみが内部空間の実際の分節境界 と一

致 し、他方のヴォリューム要素の構成面は内部空間の分節境界と不一致 となるものであ っ

た。残る1例 は、一方が一致 とな り、他方が部分一致 となるものであった。以 上の観察 か

ら、この形態構成において、重合の位置関係にある二つのヴォリューム要素の外観上の共

通部分は、内部においてはどち らか一方のヴォリューム要 素とのみ連続 し、他方の要素か

らは明確に区切 られている空間であると結論できる。図3-1Qに おいて内部空間の分節に

応 じて分解されたそれぞれの形態要素の機能 を調べると、7例 すべてにおいて、一方の要

素(網 掛けで示す要素)に は三種類の機能すべてが含まれているが、もう一方の要素は、

事例によってその機能が様々に異なっている。

以上の観察か ら、配列パター ン[BAB]の みを含 む7例 の形態構成 にも明らかな共通特

性が認め られるため、これを類型④ として定義する。類型 としての共通特性 を以下に要 約

する。

類型④

[外観形態の特質]

・外観形態は韮対称で、直交 グリッ ドにしたがう。

・二つのヴォリューム要素が重合する。

[内部空間との関係]

・ヴォリューム要素の重合部分は、内部においては、どち らか一方 のヴォリューム

要素にのみ連続する空間である。

・少な くとも一方のヴォリューム要素 には、三種類 の機能すべてが含まれる。
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3.4.3二 種類 の配列 パ ター ンを含 む形 態構成

表3-8二 種類の配列パ ター ンを含む住宅の事例数(事 例数3以 上のもの)

表3-8は 、二種類の配列パター ンの組合せによるグループで、該当する住宅の事例数が

3例 以上存在す るものを示 している。 これ らの形態構成について、順に考察する。

(1)配 列パターン[i'+[BAE]に よる形態構成

配列パターン[BAC]は 〈非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉 を意味 し、[BAE]は

く非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈対面〉 を意 味している。8例 中の6例 については、外観

形態において共通 した特徴 を認 めることができる。すなわち これ らは、ほかに比べて大 き

な二つのヴォ リューム要素(主 要素 と呼ぶ)が その両方 に従属するヴォリューム要素(連

結要素 と,.ぶ)に よって結び合 わされ る形態構成 を有す るものである。すべて のヴォ

リューム要素は互いに平行または直角方 向に置かれ、全体の外観形態は非対称である。こ

れ ら6例 の住宅の、主要素 と連結要素との間の12箇 所の分節境界を調べ ると、8箇 所が

〈A:一 致〉で、残 り4箇 所が〈B:部 分一致〉である。次に各ヴォリューム要素 の機能

を調べると、12の 主要素の内11に は三つの機能すべてが含まれ、残 り1つ についても、

動線機能を除 く二つの機能が含 まれている。連結要素についてみると、7つ の連結要素の

内、二つの連結要素が並列 される例外的な場合を除いた6つ の連結要素すべてに動線機能

が含 まれ る。

以上の考察から、配列パターン[BAC]÷[BAE]に 該当する8例 申の6例 の形態構成

に、明 らかな共通特性が認められるため、これを類型⑤ として定義す る。図3-11は これ

ら6つ の事例で、主要素を網掛けで示している。類型 としての共通特性 を以下 に要約す

る。

図3-11類 型⑤に該当する住宅の形態構成
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類型⑤

[外観形態の特質3

・外観形態は非対称で直交グリッ ドにしたがう
。

・二つの主要素が、それ らに従属す る連結要素によって結び合わされる。

[内部空間 との関係]

・主要素はすべて居室機能を含み、多 くの場合には、三種類すべての機能 を含む。

・連結要素は内部空間において主要素から分節 され
、動線機能を含む。

(2)配 列パター ン[BAC]+[BAD]に よる形態構成

配列パターン[BAC]は く非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を意 味し、[BAD]は

く非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈併置〉を意味 している。8例 中4例 についは、外観形態

において共通 した特徴 を認めることができる。すなわち、最 も大きなひとつのヴォリュー

ム要素(主 要素 と呼ぶ)と 比較的小さな複数のヴォリューム要素(補 助的要素 と呼ぶ)と

が区別 され、前者 と後者 とは接触するが、後者 どうしは接触 しない。補助的要素の中に

は、主要素に対 して従属 の関係にあるものと併置の関係にあるもの とが存在する。すべて

のヴォリューム要素は平行または直角方向に置かれ、全体 の外観形態は非対称である。

主要素の内部空間の機能 を調べ ると、どの事例 について も三つの機能すべてが含 まれて

いる。主要素に対 して併置の関係にある要 素については、4例 すべてにおいて分節境界は

〈A:一 致〉 とな り、それ らの機能はすべて居室以外 のものである。主要素に対 して従属

の関係にある要素については、特に共通 した特徴 は認め られなかった。

以上の観察から、配列パター ン[BAC]+[BAD]に 該 当する8例 の内の4例 につ いて

は、形態構成 に明 らかな共通特性が認め られるため、これ を類型⑥ として定義する。図3-

12は これら4つ の事例で、主要素を網掛けで示して いる。類型 としての共通特性を以下

に要約す る。

類型⑥

図3-12類 型⑥ に該 当す る住宅の形態構成
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分節境界

機能(a:居 室b:サ ー ビスc:動 練)

合 計a a+b a十c a+b+c 小計 b C b+c 小計
A:一 致 1(1) 1 1(1) 7 4(2) 3 a z 5 9(2)

B:部 分 一致 2 0 0 0 2 0 7(1) 0 1(1) 3(1)

C:不 一 致 4(2) 0 0 0 4(2) a 1 0 1 5(2)

合 計 7(3) 1 1(1) 1 10(4) 3 2(1) 2 7(1) 17(5)

[外観形態の特質]

・外観形態は非対称で直交グリッ ドにしたがう。

・ヴォ リューム要素は、ひ とつの主要素 とそれ以外 の補助的要素に区別できる。

・補助的要素については、主要素に対 して従属の関係 にあるものと併置 の関係にあ

るものの両方が同時に存在 し、補助的要素どうしは接触 しない。

[内部空間との関係]

・主要 素は三つの機能すべてを含 む。

・主要素に対 して併置 の関係にある補助的要素の内部空間は、主要素か ら分節され

た非居室空間である。

(3)配 列パターン[AAC]+[BAC]に よる形態構成

配列パター ン[AAC]は 〈同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉 を意味 し、[BAC]は 〈

非 同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を意味している。7例 すべてについて、外観形態 に

おける共通 した特徴を認め ることができる。すなわち、最 も大 きなひとつのヴォリューム

要素(主 要素 と呼ぶ)と それに従属する複数のヴォリューム要素(従 属要素)に よる構成

で、従属要素の中に、主要素と共通の対称軸上に置かれるものとそうでないものとの両方

が存在する。すべての形態要素は平行または直角方向におかれ、全体 の外観形態において

は、対称性を示す部分 と非対称性を示す部分 とが共存す る。

内部空間について調べると、主要 素にはどれ も三種類すべての機能が含 まれている。従

属要素の分析結果 は表3-9の 通 りで、〈a:居 室機能〉のみを含むものについては分節境

界 が不一致のものが多 く、居室機能 を含 まないもの(b、c、b+c)に ついては分節境

界が一致 のものが多い ことがわかった。居室機能 と他 の機能 とを含むもの(a+b、a+

c、a+b+c)に ついては、分節境界が一致 となる場合のみが存在す る。

以上の観察か ら、配列パター ン[AAC]+[BAC]に 該 当す る7例 の形態構成 には明ら

かな共通特性が認め られるため、これを類型⑦ として定義す る。図3一ユ3はこれ ら7つ の

事例で、主要素を網掛けで示 している。類型 としての共通特性を以下 に要約する。

表3-9類 型⑦ の従属要素の分析結果

(括弧内の数字は、主要素の上方に位置するものの内訳数を示す)
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図3-13類 型⑦ に該 当す る住宅の形態構成

類型⑦

[外観形態の特質]

・外観形態 は部分的 に対称性を有 し、全体 は直交グ リッ ドにしたがう。

・ヴォ リューム要素はひ とつの主要素 と他 の従属要 素に区別される。

・従属要素については、主要素 と共通の対称軸に置かれるものとそ うでないもの と

が同時に存在する。

[内部空間 との関係]

・主要素には三種類 の機能すべてが含 まれる。

・従属要素の典型的な形成要因として、次の三つが存在す る。

1)居 室空間の部分的突出

2)非 居室空問の付加

3)居 室を含 む空間の付加

(4)配 列パターン[AAE]+[BAC]に よる形態構成

配列パター ン[..は 〈同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈対面〉を意味し、[BAC]は く

非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を意味 している。6例 中の5例 について、外観形態

における共通 した特徴を認めることができる。すなわち、これ らは互いに形態が類似 し共

通の軸上に置かれ る二つのヴォリューム要素(主 要素と呼ぶ)が 、それ らの両方に従属す

るひとつのヴォリューム要素(連 結要素 と呼ぶ)に よって結び合わ される形態構成 を有 し

ている。すべての要素は平行または直角方向に置かれる。

内部空間について調べ ると、5例 の住宅の10の 主要素 については、どれも三つの機能

すべてが含 まれている。主要素 と連結要素との間の分節境界 については、10箇 所の内6

箇所が〈A:一 致〉で、残 り4箇 所が〈B:部 分一致〉である。また、すべての連結要素

には動線空間が含まれている。類型⑤ の場合 と同じく、連結要素は内部空間において主要

素か ら分節された動線機能を含む空間であることがわか る。

以上の観察か ら、配列パターン[AAE]+[BAC]に 該当する6例 中5例 の形態構成に
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図3-14類 型⑧に該当する住宅 の形態構成

は明 らかな共通特性が認め られるため、これを類型⑧ として定義す る。図3-14は これ ら

5つ の事例で、主要素を網掛 けで示 している。類型 としての共通特性 を以下に要約する。

類型⑧

[外観形態の特質]

・外観形態は左右対称 あるいは対称に近い構成で、全体は直交グ リッドにしたがう。

・同一あるいは類似 した形態 の二つの主要素が共通軸上に離れて置かれ、それ らに

従属する要素によって結び合わされ る。

[内部空間との関係]

・主要素は三種類 の機能すべてを含む。

・連結要素の内部空間は主要素か ら分節され、必ず動線機能 を含む。

(5)配 列 パター ン[BAB]+[BAC]に よる形態構成

配列パター ン[BAB3は 〈非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈重合〉 を意味 し、[..]は

く非 同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉 を意味 している。同 じ配列パターンの組合せ を含

むものの、該当する4例 については、全体 の外観形態は様々に異なってお り、特に共通 し

た特徴 を認 めることは困難である。

(6)配 列パターン[AAE]+[BAD]に よる形態構成

配列パター ン[AAE]は く同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈対面〉を意味し、[BAC]は く

非 同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈併置〉を意味している。該当す る3例 すべてについて、明

らかな外観形態上の特徴 を認めることができる。すなわち、これ らは同 じ形の二つ のヴォ

リューム要素(反 復主要素 と呼ぶ)が 共通の軸上に離れて置かれ、両方の要素に対 して併

置の関係にあるヴォリューム要素(併 置連結要素と呼ぶ)が 、これ らを結びつける形態構

成 を有 している。すべての要素は平行または直角方 向に置かれ る。外観形態は左右対称

で、全体構成の対称軸は併置連結要素の中心 を通 り、反復主要素の共通軸と直交する。

内部空間について調べると、3例 の住宅の6つ の反復主要素には三種類 の機能すべてが
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図3-15類 型⑨ に該 当す る住宅の形態構成

含 まれ、これ らと併置連結要素 との問の分節境界はすべて〈A.致 〉である。次に、3

つの併置連結要素の機能について調べると、居室機能 と動線機能 とはすべてに含 まれ、そ

の内ひとつにはサービス機能も含 まれている。この類型においては、連結要素が単な る動

線機能のための空間ではな く、居室機能 を含む主要な空間となっている ことがわかる。

以上の観察か ら、配列パターン[AAE]+[BAD]に 該当す る3例 の形態構成 には明 ら

かな共通特性が認められるため、これを類型⑨ とす る。図3-15は これ ら3つ の事例で、

反復主要素を網掛けで示 している。類型 としての共通特性 を以下に要約する。

類型⑨

[外観形態の特質]

・外観形態は左右対称で、全体 は直交グ リッ ドに したが う。

・二つの反復主要素が共通軸上に離れて置かれ
、それ らがひとつの併置連結要素 に

よって結び合わ される。

[内部空間との関係]

・反復主要素は三種類の機能すべてを含む。

・併置連結要素の内部空問は主要素か ら分節され、動線機能 と居室機能とを含む。

3.4.4三 種類 以 上の配列パ ター ンを含 む 形態構成

表3-10は 、三種類以上の配列パターンの組合せで、該当する住宅 の事例数が3以 上存

在す るものを示している。三種類以上の配列パターンを含む場合には、ひとつの住宅に含

まれるヴォリューム要素の数も多 く、同 じ配列パターンの組合せであっても、その現れ方

は複雑かつ多様である場合が多い。表3-10に 示 された9通 りの組合せの内の7通 りにつ

表3-10三 種類以上の配列パ ター ンを含 む住宅 の事例 数(事 例数3以 上のもの)

BACBABBAB鼡CBABBABmm..嬲一慨 雛擬黜鑼 鍼轢
住宅の事例数886554333
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いては、該当事例の外観形態において共通 した特徴 を認めることは困難 であった。外観形

態上、共通 した特徴が認め られるのは、次に挙げる2通 りの組合せ においてである。

(1)配 列パ ター ン[BAC]+[BAD]+[BAE]に よる形態構成

配列パター ン[BAC]は く非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉を、[BAD]は く非同

軸〉 ・〈平行/直 交〉 。〈併置〉 を、そ して[BAE]は く非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・<

対面〉を、それぞれ意味 している。この配列パターンの組合せ に該当す る8例 中の7例 に

ついて、外観形態上の共通 した特徴 を認めることができる。すなわち、これ らは三つ以上

のヴォ リューム要素を含 み、第一のヴォリューム要素に第二のヴォリューム要素が従属

し、第二のヴォリューム要素に第三のヴォ リューム要素が併置の関係で置かれ、第一の要

素と第三の要素との間に対面 の関係が存在する形態構成である。つ まり、第二 の要素が第

一の要素と第三の要素とを結びつける構成となっている。これ らのヴォ リューム要素に、

さ らにいくつかのヴォリューム要素が従属する場合 もある。図3-16は 、これ ら7例 につ

いて、主 な三つのヴォリューム要素の分解の様子 を示 している。図の中では、上の説明の

中で第一の要素にあた るものを網掛けで示してお り、左か ら順に、第一、第二、第 三の要

素を示 している。

内部空間において これ らの要素の間の分節境界を調べると、第一の要素と第二の要素と

の問は、〈B:部 分一致〉となるものが1例 で、残 りはすべて〈A:一 致〉である。第二

と第三 の要素の問の分節境界は、すべて〈A:一 致〉である。内部空間の機能 を調べ る

と、第一 の要素には、いずれにも三つの機能すべてが含 まれている。第二の要素には、い

ずれにも動線機能が含 まれている。第三の要素においては、7つ の内6つ に居室機能が含

まれている。したがって、第一の要素を三つの機能を含む主要な空間、第二 の要素 を動線

機能 を含む分節度の高い空間、第三の要素を居室機能 を含む主要な空間 として位置づける

ことができる。

以上の観察か ら、配列パターン[BAC]+[BAD]+[BAE]を 含む8例 中の7例 の形

態構成には共通特性が認め られ るため、これを類型⑩ として定義す る。類型 としての共通

特性を以下 に要約する。

類型⑩

[外観形態の特質]

・外観形態は非対称で、直交グリッ ドにしたがう。

・主要なヴォリューム要素は三つで、第一の要素 と第三 の要素が離れて置かれ、第

二の要素が これ らを結びつける。

・第二の要素は第一 の要素に従属 し、第三の要素に対 しては併置の関係 とな る。
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[内部空間との関連]

・第一の要素には三つの機能すべてが含まれ、第二の要素には動線機能、第三の要

素には居室機能が含まれる。

・三つの要素は、すべて内部空間における分節度が高い。

/

図3-16類 型⑩ に該当す る住宅の形態構成と主な三要素の分解図
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(2)配 列パター ン[AAC]+[AAE]+[BAC]に よる形態構歳

配列パターン[AAC3は く同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉 を、[AAE]は く同軸〉 ・

〈平行/直 交〉 ・〈対面〉を、そ して[BAC]は 〈非同軸〉 ・〈平行/直 交〉 ・〈従属〉

を、それぞれ意味 している。この配列パター ンを含む3例 すべてについて、外観形態 上の

共通 した特徴 を認める ことができる。すなわち、最も大きなひとつのヴォリューム要素

(主要素 と呼ぶ)に 対 して、ほかのすべてのヴォリューム要素が従属 し、従属す る要素の

内に、同じ形態で反復す るもの(反 復従属要素と呼ぶ)が 存在す る構成である。すべての

ヴォリューム要素は平行または直角方向に置かれ、全体の外観は対称性を示す。

内部空間について調べると、まず、主要素には三つの機能すべてが含まれている。反復

従属要素につ いては、主要素の上に位置す る場合はすべて居室機能に該当し、分節境界は

6箇 所の内4箇 所が〈C:不 一致〉で残 り2箇 所は〈B:部 分一致〉である。これ らは実

際にはすべて トップライ トあるいは トップサイ ドライ トとしての役割 を果たす要素であ

る。主要 素に対 して水平方向に従属する要素については、その内容は機能、分節境界の両

方において様々で、特 に共通 した特徴を認めることはできない。

以上の観察か ら、配列パター ン[AAC]+[AAE]+[BAC]を 含む3例 の形態構成 に

は、共通特性が認め られるため、これ を類型⑪ として定義する。図3-17は これ ら3つ の

事例で、主要素を網掛 けで示 している。類型 としての共通特性 を以下 に要約す る。

類型⑪

[外観形態の特質]

・外観形態は対称で、直交グ リッドにしたがう。

・ひ とつの主要素と複数の反復従属要素とが、主要なヴォリューム要素である。

[内部空間との関連]

・主要素には三種類 の機能すべてが含 まれる。

・反復従属要素には、次の二種類 のものが存在する。

1)採 光のための主要素居室空間の上方への突出

2)機 能 に関わ らない水平方向の突出/付 加

図3-17類 型⑪に該当する住宅の形態構成
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3.4.5複 数 のヴ ォ リューム要 素か らなる構成類 型 の相互比較

これまでに抽出された11類 型の定義にかかわる特性を相互に比較す ると、それ らの特

性 にみ られる共通特性 によって、11類 型を互いに関連づけて理解することが可能であ る

ことに気づ く。抽出された類型においては、結果的に外観形態はすべて直交グ リッ ドに し

たが うものとなってお り、この ことは11類 型の最大 の共通性ではあるものの、これ ら相

互の関係 を考 える上では意味をなさない ことがわかる。そ こで、要素間の位置関係 と外観

形態の対称性 にかかわ る共通特性 に注 目して、類型間の相互関係を考察する。

まず、類型①において認め られる三種類の機能すべてを含むひ とつの主要素と他の従属

要素とによる構成 くこれ を〈一つの主要素+従 属要素による構成〉 と呼ぶ)は 、類型② 、

⑦ 、⑪においても共通 している。また、類型⑤ において認められ る二つの主要素がひとつ

の動線機能を含む要素によって結ばれる構成(こ れをく二つの主要素の連結 による構成〉

と呼ぶ)は 、類型⑧、⑨においても共通 して いる。一方、類型③ は、二つの主要素が併置

され る構成(こ れ をく二つの主要素の併置による構成〉 と呼ぶ)で あ り、上のいずれの場

合 とも明 らかに異なった構成である。残る類型④、⑥、⑩ については、いずれ も以上の三

種類 の構成 との問に部分的な共通性を認 めることができる。まず、類型④は、二つのヴォ

リューム要素からなる構成であるが、一方 の要素は常に三種類の機能すべてを含む もの

の、もう一方 の要素に含まれる機能は事例によって異なっている。この要素がサー ビス機

能や動線機能のみを含む場合には、構成は〈一つの主要素+従 属要素による構成〉に近 い

ものと解釈できるが、この要素が分節された居室等 を含む場合には、構成はむ しろく二つ

の主要素の併置による構成〉に近いものとして解釈できる。次に類型⑥ は、三種類の機能

を含 む主要素と比較的小さな他の要素(補 助的要素)と が区別される点で、〈一つの主要

素+従 属要素による構成〉と共通 しているが、併置の関係にある補助的要素が内部空間に

おいて明確 に分節された居室を含むような場合には、むしろく二つの主要素の併置によ る

構成〉に近い構成 として解釈 され る。最後 に、類型⑩については、離れた二つの要素が動

線機能を含むひとつの要素によって結ばれる点ではく二つの主要素の連結による構成〉 と

共通 しているが、結ばれ る一方 の要素が居室 を含 まなかった り、中央 の要素よ りも小さな

要素である場合には、む しろ他の構成により近いものとなる。したがって、類型④ 、⑤ 、

⑩ は、いずれも上で大別 した三種類の構成の中間的な性質を有するものとして解釈す るこ

とができる。

っぎに、ヴォリューム形態 の対称性 に着 目して類型問の相互関係をみると、全体の外観

形態が対称性 を示す構成 となっているのは、類型② 、⑧、⑨ 、⑪であ り、ヴォ リューム形

態 に対称牲がまった く見 られないのは、類型①、③、④ 、⑤、⑥ 、⑩である。類型⑦は、

全体 の外観形態において対称性 を示す部分 と非対称性 を示す部分 とが共存 しており、両者
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の中間的な性質 を持っている。

以上の考察結果か ら、三種類に大別 した構成の種別を縦軸、外観形態 の対称性 を横軸 と

し、11の 類型をマ トリックスに配置 して示 したのが、図3-18で ある。見出しが空欄 と

なっている行および列は、その両側の項 目の中間的な性質を有す ることを意味 している。

なお、図申には各類型か ら代表的な事例 をひとつずつ取 り上げて示している。この図を見

ると、これ ら11の 構成類型においては、類型問の最 も基本的な構成の差異は類型③ 、①、

⑤の三つで代表的に示す ことができ、そ の他 の類型は、これ ら三種類 の構成の複合や部分

的変形、またはこれ らに対称性が加えられた構成 として解釈できることが再確認 される。

すなわち、ヴォリューム形態の分析 をもとに導き出された11の 構成類型は、類型③ に代

図3-18ヴ ォ リューム の構成 類 型 の相互 比較
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表3-11三 つの基本型の特質

外観形態 内部空聞の分節 諸要素の機能

二つの主要素の
併置による構成

大きさに著 しい差が無
い二つの要素が併置さ
れる

二つの要素の内部空聞
における分節度は高い

二つの要素はともに、
三種類の機能すべてを
含む

一っの主要素+

従属要素による
構成

比較的大きな一つの要
素に複数の比較的小さ
な要素が従属する

1)従 属要素の分節度
が低い場合
2)従 属要素の分節度
が高い場合

1)従 属要素は居室空
間の一部分
2)従 属要素はサービ
ス ・動線機能を含む

二つの主要素の
連結による構成

対面する二つの要素と
両者に接触する第三の
要素か ら成る

すべての要素間の内部
空聞における分節度は
高い

二つの主要素は三種類
の機能を含み、連結要
素は動線機能を含む

表され る〈二つの主要素の併置による構成〉、類型①に代表される〈一つの主要素+従 属

要素による構成〉、類型⑤に代表されるく二つの主要素の連結による構成〉の三つの基本

型と、それ らの派生型による構成形式の体系 の中に位置づけ られるものとして理解され

る。これ ら三つの基本型は、単 に外観形態上 の特質のみによってではな く、内部空間の分

節度および諸要素の機能的な特質 によっても定義され るものである。そ の定義内容を表

3-11に 整理 して示 しておく。なお、〈一つの主要素+従 属要素による構成〉においては、

内部空間の分節と機能 について二通 りの場合 が存在 し、表 中の記載は、1)従 属要素の分

節度が低 い場合には、それ は居室空間の一部分であ り、2)従 属要素の分節度が高い場合

には、それはサービス ・動線機能を含 む空間であることを意味 している。

3.5単 独 の ヴォ リュー ム要素か らな る住 宅の 形態分 析

3.5.1分 析方法

本章で分析対象とした309例 の住宅の内の84例 は、3.3.2で 示 したヴォリューム要素

への分解の基準によれば、単純化された外観形態が単独のヴォリューム要素か らなると判

断され るものであった。これ らは前節で定義 した11の 類型 を含む、複数のヴォリューム

要素か らなる他の構成 とは明らかに異なってお り、ここで単独のヴォリューム要素からな

るという共通特性を有す る構成 を類型⑫ として定義する。単独の要素か らなる構成の場合

には、当然なが らヴォリューム要素の組み合わせ方は問題にな らないため、ひ とつのヴォ

リューム要素自体が どのような形態上の特質を有 しているかということが、複数のヴォ

リューム要素からなる構成の場合 よりもいっそ う重要になると考 え られ る。ところでい
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ま、類型⑫ に該 当す る事例数は84と 比較的多いことから、これ らの事例 を分析すれ ば、

この類型の申にさらに下位の類型が存在す るか どうかを調べ ることが可能である。そ こ

で、本節では、これ ら84例 の住宅 を対象 として、ヴォ リューム要素自体 の形態を分析 し、

そ の類型化 を試みる。分析 には、形態の異なった側面の性質を示す指標 として、以下のA

か らDの4つ の分類項 目を設定 して用 いる こととす る。

項 目Aは 、外観形態の対称性を示す指標である。いま、住宅全体の単純化された外観形

態 と同義であるヴォ リューム要素の形態 について、これを二分する適当な垂直平面 を仮定

す ると、面の一方にある部分の形態が他方 にある部分の形態 と鏡像関係となる場合 にこの

項 目の値 を1と し、そのような平面が存在 しない場合にこの項目の値を0と する。

項 目Bは 、ヴォリューム要素を構成す る各構成面の方向性に関す る指標である。適当な

ひとつの直交座標系X-Y-Zを 仮定すると、ヴォリューム要素のすべての構成面が、この

座標系のX-Y平 面、Y-Z平 面、またはZ-X平 面 のいずれかと平行 となる場合 にこの項目

の値を1と し、 これ以外の場合にはこの項 目の値を0と する。

項 目Cは 、ヴォリューム要素の凹凸の度合いに関す る指標である。ヴォ リューム要素の

形態が凸多面体(立 体内部の任意 の2点 を直線で結んだとき、これ ら2点 を端点 とする線

分 が常にその立体の内部にあるような多面体)で ある場合 にこの項 目の値 を1と し、そ れ

以外 の場合 には この項 目の値 を0と す る。

項 目Dは 、単純化 された外観形態 ともとの外観形態 との差に関わ る指標で ある。外観形

態の単純化 を行 うとき、ある形態が基本形態か ら小部分 を切削 したものとして認識される

場合には、この切削部分を無視 して元の基本形態 に置き換えることとした。いま、単純化

された外観形態 としてのヴォリューム要素の形態が、このような操作を施されたものであ

り、かつ切削部分が一定以上の大きさで ある場合(こ こで の分析における基準値 として

は、幅、高 さ、奥行 きのすべての方向 について1m以 上である場合)に この項 目の値を1

とし、それ以外の場合にはこの項 目の値 を0と する。

3.5.2分 析 結果

項目Aか ら項 目Dの それぞれについて分析を行 った結果を項 目値の組合せが同じになる

もの ごとにグルー ピングして示 したのが、表3-12で ある。4つ の分析項 目は互いに独立

しているので、理論的には16通 りの組合せが可能であるが、分析対象とした事例 におい

て現れたのは、その内の11通 りの組合せのみであった。その中でも6通 りの組合せが、

特 に該当事例 を多く有する組合せ となっている。

該当数の多い上位6通 りの組合せに対する該当事例数 を記す と、最も多いのが[1111]

(分析項 目A、B、C、Dの 値 を左か ら順 に並べて表記 している。以下、同様に表記す る。)
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表3-12単 独のヴォリューム要素か らなる住宅84例 の形態分析の結果
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で、19例(22.6%)、 続 いて、[0000]が14例(16.7%)、[1011]が12例 く14.3%)、[0011]

が11例(13.1%)、[0001]が10例(11.9%)、 そ して[1001]が8例(9.5%)で ある。

以上、合わせて74例(88.1%)の 住宅が、これ ら6通 りの組合せ のいずれかに該 当して

いる。

表3-12の 右端に、これ らの住宅の簡 略化 された外観形態(た だ し、切削部分 は無視せ

ず に描いている)を 、それぞれのグルー プか ら数例ずつ図示 している。グループごとに異

なった外観形態の特徴が存在す ることが確認できる。そ こで、これ らのグループ ごとの形

態 上の共通特性か ら、単独のヴォリューム要素か らなる住宅の6つ 形態類型 く表3-12に

示されている順序で、上か ら下へ順に類型⑫ 一1か ら⑫ 一6と呼ぶ こととする)を 定義 し、

それぞれの類型の共通特性を以下に要約 して列記す る。なお、類型名称の右側 には、4つ

の分析項 目の値を表記 している。

類型⑫ 一1[1111]

・単純化 された外観形態は、ひとつの直方体で、切削部分が存在する。

類 型⑫ 一2[1011]

・単純化された外観形態は、対称で斜めの構成面を有するひ とつの凸多面体で、切削部分

が存在する。

類型⑫ 一3[1001]

・単純化された外観形態は、対称で斜めの構成面を有するひ とつの非凸多面体で、切削部

分 が存在す る。

類型⑫ 一4[0011]

・単純化された外観形態は、非対称で斜めの構成面を有す るひとつの凸多面体で、切削部

分 が存在す る。

類型⑫ 一5[0001]

・単純化された外観形態は、非対称で斜めの構成面を有するひとつの非凸多面体で 、切削

部分が存在 する。

類 型⑫ 一6[0000]

・単純化された外観形態は、非対称で斜めの構成面を有するひ とつの非凸多面体で 、切削

部分は存在 しない。

複数のヴォリューム要素からなる構成類型の定義においては、外観形態上の特質だけで

な く、ヴォ リューム要素 ごとの内部空間の機能 についても分析を行い、その結果を合わせ

て類型の定義を行 ったが、単独のヴォリューム要素の場合には、当然のことながら、常 に

ひとつのヴォリューム要素に三種類すべ ての機能が含まれる。上で導 き出 した6つ の形態
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類型を機能 と関連づけて定義するためには、切削部分の用途や ヴォリューム内部 の機能構

成等 をさ らに詳 しく分析する必要があるが、本章の 目的は、住宅全体の外観に現れ る基 本

的なヴォリュームの構成を明らか にす ることであるため、ここではそのような詳細な分析

にまで立ち入 ることはしない。ここではただ、ヴォリューム要素間の関係に着 目した分析

において、単独ヴォリュームによる構成 として定義 されたひとつの構成類型の中に、さ ら

にいくつかの下位の形態類型の存在が認められるということを指摘しておきたい。

ここで行 ったヴォリューム要素 自体についての形態分析 の方法は、複数のヴォリューム

要素か らなる構成に含 まれ る各ヴ ォリューム要素について も適用す ることができる。今

後、さらに多 くの事例を対象 として分析 を行 い、ヴォ リュームの構成類型と、各構成類 型

に含 まれるヴォリューム要素自体の形態 との関係を調べてゆけば、これ ら両者についての

より体 系的な解釈 も可能になると考 えられる。

3.6ま とめ

分析対象とした309例 の独立住宅 について、外観形態の単純化 とヴォリューム要素へ の

分解 を行った ところ、84例 く27.2%)が 単独のヴォリューム要素か らな り、残 り225例

(72.8%)が 複数 のヴォリューム要 素に分解 された。複数のヴォ リューム要素か らな る

225例 の住宅 については、ヴォリューム要素間の関係をもとに外観形態を分類 し、さらに

内部空間との関連 を分析した結果、11種 類の構成類型が抽 出され、各類型の定義 にかか

わる共通特性 を明示す ることができた。そしてこれ らの共通特性 を相互比較 した結果、11

の構成類型は、三つの基本型とそれ らの派生型による構成形式の体系の中に位置づけて解

釈されることが明らかになった。結局、ヴォリュームの構成類型としては、単独要素か ら

なる ものとい う1つ の類型 と、複数 のヴォリューム要素か らなる11の 類型を合わせた12

の類型の存在 を明らかにす ることができた。これ ら各類型への該当事例数を表3-13bi示

している。これ らの構成類型に該 当すると判 断された住宅は、全部で216例 で、分析対 象

とした309例 の住宅の69.9%に 相当する。

表3-13各 構成類型に該当する住宅の事例数

類型 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 合計
事例数582577647537384216
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注

1)1mと いう基準は、人がその中に入 って何 らかの行為がで きるほぼ最小限の寸法であ

るという理由と、建築基準法上、外壁面か ら1mを 越える突出部分は建築面積 に算入され

ることか ら、例えばバル コニーや庇の出が1mを 越える場合には、よ り積極的な意図を含

んでいると考 えられるという、2つ の理 由か ら決定されている。

2)こ れ らの分析項 目の設定については、Borieet.a1.(1984)の 提案す る形態 の相互

関係についての分析方法を参考 にしている。ただし、Borieら の項 目設定では、分類項 目

どうしが完全に独立 してお らず、そのままでは明快な分類 を行 うことが困難であった。こ

こで設定した分類項 目は、そのような問題を考慮 して改善を加 え、新たに定義 した もので

ある。

3)図 解に用いた作品:長 田邸/河 原一郎設計事務所。
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第4章 外 部 空 間 の構 成 類 型

4.1概 要

4.1.1外 部 空間 に関す る構成分 析 の 目的

この章では、住宅の外観形態 に現れるヴォリューム要素 と面要素およびそれ らによって

囲まれる外部空問 という三者の相互関係 に着 目した分析を通 して、二種類 の類型の抽出を

試みる。ひとつは、敷地内における独立住宅の全体配置の構成類型であ り、もうひとつ

は、外部空間の内で、特 に空間的な広が りが限定された部分 についての構成類型である。

前章で行った分析が、住宅のヴォリューム形態 を彫刻的で ソリッ ドな物体形態 として捉

え、ヴォリューム 自体の形態構成を分析するものであったのに対 し、本章では、住宅敷地

内のヴォリューム以外の領域 をヴォイ ドな空間形態 として捉え、この空間形態の構成に焦

点 を当てた分析 を行 う。

一般に、建築物が存在す る敷地上の空間領域は、壁 ・床 ・屋根等によって外気か ら遮断

され得 る内部空間 と、それ以外の外部空間とに大別 される。限 られた敷地内におけるこれ

らの空間の配置決定には、敷地の広 さ ・形状 と内部空間の容積 との関係、採光や通風のた

めのオープン ・スペースの必要性、道路や隣地との関係、外部空間の用途、形態表現上の

意図等、様々な要因が影響するが、いま、独立住宅というビルディング ・タイプに対象 を

限った場合、要求 される機能や建物規模、立地条件等がある程度限定され ることか ら、配

置決定に影響するこれ らの要因については、複数の事例間に何 らかの共通性が存在する と

考え られる。一方で、住宅を含めた建築物は大量生産 され るものでない限 り、様々な条 件

の違いを反映 してそれぞれが異なった形態を有 している。しかしなが ら、それ らを抽象的

な構成原理の水準で捉えるな らば、複数の事例間に何 らかの共通性を見いだす ことが可能

である。いま、様々な住宅作品の敷地内にお ける諸要素相互の配置構成を分析 し、複数 の

事例に共通す る何 らかの特徴 を見いだす ことができれば、それは上のような共通要因に対

応する典型的な解法を指 し示す ものであると考 えられる。全体配置の構成類型の抽出は、

配置に関するそのような典型的な解法をわか りやす く示す ことを意図している。

また、住宅 における外部空間の各部分は、庭や縁側、玄関 アプローチ、駐車スペースや

サー ビス通路、バルコニーやテラス等、様々な機能を有す る空間として利用 され る。内部

空間に隣接 して設けられるこのよ うな外部空間の各部分は、まったく周 りを囲まれない空

間とは異なり、建物の外壁や塀、庇等の建築 的要素によって、そ の広が りに部分的な限定

を受ける空間である。特に比較的小規模な敷地に建ち、しか も建蔽率制限を受けることの
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多 い現代 日本の独立住宅においては、外部空間は単なる残余空間 としてではな く、建築全

体を構成する主要な要素として生かされている場合 も多い。また、濡縁や坪庭な どのよう

に、外部空間の特定の構成手法が文化的な背景の中で建築的な語彙 として定着 して いる場

合 もある。したがって、外部空間の各部分 の構成についても、複数の事例に共通するよう

な何 らかの構成類型 を発見できることが予想される。

しかしなが ら、外部空間は基本的には無限の連続性 を持ち、物体形態のように閉 じた輪

郭 を持たないことか ら、そのままでは形態分析 を行 うことが困難である。そ こで、本論文

では、ひとつの分析方法 として、空間的な限定度の高い外部空間を他の空間から分節され

た部分空間として捉える 「半限定空間」の概念を導入 し、分析に用いている。すなわち、

外部空間を空間的な限定度 の高い 「半限定空間」とそれ以外の空間的な限定度の低 い 「非

限定外部空間」に区分す る。これによって、何 らかの空間的限定 を施 された外部空間の各

部分の構成類型は 「半限定空間」それ自体 の構成類型 として分析 され る。また、全体配置

の構成類型は、敷地全体 にお ける 「非限定外部空間」、「半限定空間」、および内部空間の

三者相互の配置関係 をもとにして分析 される。すなわち、「半限定空間」の構成類 型は、

全体配置の構成類型の特定の部分に関わ る下位 の構成類型を示す ものである。

このような構成類型 の抽出は、それが最終的には、設計に役立つ形の語彙 として利用さ

れ ることを意図している。設計過程 にお いては、建物や敷地全体の構成が重要な検討課題

となる時もあれば、ある部分 の構成に焦点 を絞 って検討を行 うこともある。外部空間に関

わ る構成の分析 を通 して、「半限定空間」という特定の部分空間に関する構成類型 と全体

の配置に関わる構成類型の両者を区別 して定義する理 由には、それ らを設計過程における

このような思考方法に対応 させるという意図も含まれている。

4.1.2分 析 対象

分析対象 としては、「新建築住宅特集」および 「住宅建築」の両誌 において1990年1

月号か ら同年12月 号までに掲載された住宅作品を用いている。誌上 に発表される住宅 に

は、設計者の名前が明示され、創作 された作品としての性格 を有することか ら、設計者の

構成意図を強 く反映した住宅が比較的多 く含 まれると考えられる。また、特定の敷地にお

ける特定の施主のために設計された住宅は、それぞれ の異なった条件を反映 して、大量生

産 され る住宅には見 られない多様性が含 まれると考 えられる。資料が特定の建築家の作品

に偏 ってしまうのを避けるため、同じ設計者の作品が複数掲載されている場合 には、竣工

日が最も新 しい住宅1作 品のみを取 り上げている。また、モデル住宅等施主が明確でない

もの、兼用住宅 のうち住宅以外の用途が全体の床面積の半分以上を占めるものは、対象か

ら除外 している。時代設定 を明確 にす るため、掲載時よ り10年 以上昔に設計されたもの
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や、増改築の事例についても対象か ら除外 している。以上のよ うな基準を満たす ものの中

で5例 については敷地状況についての充分な資料を得ることができなかったため、最後に

これ らを除外 して、残 り147の 住宅作品を分析対象 とした。

これ らの住宅作品の事例全体の規模 と構造種別について記す と、敷地面積および建蔽率

の分布は図4-1の 通 りで、比較的高密度で狭 い敷地に建つ都市型住宅 と比較的低密度で広

い敷地に建つ郊外あるいは農村型住宅の両方が含まれていることがわかる。階数の分布

は、平屋が4.8%、2階 建72.1%、3階 建21.8%、4階 建1.4%で 、 これ らの内、地下 を

有す るものが24.5%で ある。また、主構造 の分布は表4-1の 通 りで、木造 のものが最 も

多く、次いで鉄筋コンクリー ト造、木造 と鉄筋コンクリー ト造 の混構造、鉄筋コンク,」

ト造 と鉄骨造 の混構造 の順 となっている。

婁鑛飜韈 嚢ミ蠶飜
戀齲 靉

200600700074001204060SO

敷地 面積(㎡ 〉 建 蔽率(%)

図4-1分 析対象住宅の敷地面積 と建蔽率

表4-1分 析対象住宅の構造種別
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4.2半 限定 空 間とそ の分析 に関わ る諸概念 の定 義

4.2.1半 限 定空 間の定義

建築物周辺 の外部空間が何 らかの形態要素によって、その広が りに限定 を受ける場合、

その限定の程度には様々な段階があ り得 る。例えば、単純な箱形をした建築物の外壁に隣

接す る外部空間は、既に地表面と外壁面 とによって、その広が りは部分的に遮 られてい

る。 しかし、これは比較的限定度の低 い状態であ り、このような片側方向のみの限定で

は、外部空間はまとまった領域としては定義 され得ない。これに対 して、図4-2に 示すよ

うに、地表面と向か い合 って屋根や庇が存在す る場合や、外壁 と向かい合って塀が存在す

る場合などのように、向か い合 う要素が一組以上存在す る場合には、それ らの要素の間の

領域 を、外部空間の他の部分か らはっきりと区別す ることが可能である。

図4-2半 限定空間

そこで、本論文での分析においては、空間の広が りを限定す る形態要素が少な くとも一

組以上向かい合って存在する場合 に、それ らの間の外部空間を半限定空間 と呼び、それ以

外の外部空間を非限定外部空間と呼んで区別することとする。実際の例 においては、半限

定空間の広が り方やそれを限定する要素の形態や大きさは様々であるため、それ らを相互

比較可能な形で記述す るためには、一定の基準に もとついた簡略化が必要となる。大きさ

につ いては、建築空間全体の構成を考える上では、あま りに小さな部分空間を取 り上げて

分析することには意味がないため、平面形状にお いて、いずれか の方向においてそ の幅が

1m以 下1)の 場合には、これを分析対象に含めないこととす る。また、垂直な限定要素に

ついては、それが 目の高 さ以上の ものであるか、それ以下のものであるかによって空間の

限定度に大きな差 を及 ぼすため、ここでは高 さが1.5m以 上である場合のみを、限定要素

として取 り上げることとする。また、限定要素としては、た とえ線状の部材であっても、

複数 の部材が組み合わ されて、連続 した面が構成 されている場合 には、これを限定要素と

して取 り扱 うこととする。

半限定空間の輪郭が複雑な形態である場合には、これを複数 の半限定空間に分ける場合

も生 じるが、その場合 の分解方法は、基本的に第3章 でヴォリューム形態の単純化 と分解

を行 ったのと同 じ方法 を適用する。ただ し、半限定空間の場合、連続する半限定空間の中
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に階の異なる複数の床面がある場合 には、階 ごとに個別の半限定空間が存在するものとし

て、それ らを個々に区別する。

4.2.2用 途 に関す る分類 項 目の設定

半限定空間は光庭、縁側、バルコニー、玄関アプローチ、駐車スペース等、特定の用途

に当てられた外部空間である場合 も多く、これ を調べることによって、その機能的な役割

を示す ことができると考 えられる。しかしながら、通常 内部空間の場合 には平面図に室名

称が示されるのに対 して、外部空間の場合 には、資料の図面にもその用途に関わる名称が

示されていな い場合が多 く、また、ほぼ同一 の用途であっても、設計者 によって異なった

名称が用いられている場合 もある。そ こで、同 じ基準に基づいて用途面か らの分類 を行 う

ため、まず、すべての半限定空間に共通 した分類項目を設定す る必要がある。

半限定空間の名称について、分析対象 とした資料中に実際に示されているもののうち、

3つ 以上の事例 を有するものを取 り出す と、表4-2左 側 の記載名称及び記載数の欄に示す

ような23種 類 のものが存在 した。そ こで、これ らを類似 した用途 ごとにまとめることに

よって、同じ表の用途分類の覧に示すよ うなfO1～f1◎ の10種 類 の項 目を設定することが

できる。ただ し、庭および中庭 につ いては、ひとつの半限定空間がその庭または中庭 の全

体 に対応する場合 と、半限定空間が庭 または中庭 の中の一部の空間のみに対応する場合 と

があるため、用途分類 としては〈fO3:庭 〉 と〈fO4:庭 の一部〉の区別 を設けている。ま
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表4-2記 載名称、用途分類 と該当数

記載名称 記載数 用途分類
用途分類 該当数テラス 56 fO1テ ラス

ルー万 ラス 3

fO1テ ラス 70ガ ーチ 36 fO2入 口前

玄関 4

fO2入 口前 124玄 関1ドーチ 4

エントランス 3

fO3庭 63中庭 32 fO3庭 、 または

fO4庭 の一 部庭 6

fO4庭 の一部 87カーガ ート 10 fO5駐 車

車庫 7

fO5駐 車 45駐車場 6

n一 キング 5

fO6'i° ルコニー 52がレヴ 4

駐 車スペ ース 3

fO7坪 庭 ・光庭 50κ 膚 ニー Z9 霞)6バ ルコニー

ベ ランダ 5

fO8濡 縁 ・デ ッキ 22坪庭 iz fO7坪 庭 ・光 庭

光庭 8

fO9ア プ ローチ・通 路 70灘縁 8 is.,.縁 ・デ 舛

デfキ 7

f10歩 ビ スコート 9アプ ローチ 8 fO9ア ア日一チ・通 路

サービ スユート s f10サ ービ スa-h

f99そ の他 26ピ ロティ 3 f99そ の 他



た、ピロティ等、その用途が不特定 であった り不明確である場合には、これ を〈f99:そ

の他〉に含めることとする。分析対象 のすべての半限定空間をこれ らの項 目に当て はめて

分類をお こなった ところ、各項 目に対応する該当数は、表4-2右 側の通 りであった。な

お、ひ とつの半限定空間について2つ 以上の名称が示されている場合 には、それ らを別々

に数え上げているため、該 当数の合計は全事例数よりも多 くな っている。

4.2.3他 空間 との接続形 式 に関す る分 類 と表 記 の方 法

ある半限定空間が、隣 り合 う他の空間とどのように結びついているか、あるいは他の空

間からどのように遮断されているかは、その空間の基本的な機能に関わる重要な性質であ

る。そ こで、ここでは半限定空間と他空間との結びつき方 に関する分析結果を半限定空間

と他空間との接続形式 と呼ぶ こととし、その分類 と表記の方法 を以下のように定義す る。

まず、半限定空間が隣 り合 う可能性のある空間の種別 について考えると、敷地 内の空間

は、まず内部空間 と外部空間の2つ に分 ける ことができ、外部空間はさ らに、半限定空間

とそれ以外 の空間に区別する ことができる。本論文では半限定空間以外の敷地内の外部空

間を非限定外部空間と呼んでいる。敷地外の空間は、空間的な結びつき方の違いを考察す

る上で、道路 と隣地とに分けて考えることができる。したがって、各半限定空間が隣接す

る可能性 のある空間には、道路空間、隣地空間、非限定外部空間、内部空間、そ して他の

半限定空間の5種 類が区別 される ことになる。

これ らの空間 と個々の半限定空間 との結びつき方 については、1)全 く隣接 していない

場合、2)遮 断すなわち隣接 しているが閉Lた 面によって隔て られている場合、3)隣 接

する2つ の空間の間の壁や床等に開口部があるか、または両者の間に視線を遮るよ うな壁

や床等は存在 しないが、通行は不可能な場合、4)隣 接 してお り通行が可能な場合 、の4

種類 を区別す ることができる。本論文では、このような空間どうしの結びつき方を示す記

述 として、「遮 断される」、「接続する」、「連続する」といった表現を用いることがあるが、

「遮 断される」は、空間 どうしの結びつき方が上の2)の 場合にあたることを意味し、「接

続する」および 「連続する」は、3)ま たは4)の 場合 を意味す るものとする。た だし、

「接続す る」は内部空間と外部空間との結びつき、すなわち、両者の間に外気 を遮断す る

ことが可能な開口部が存在する場合 に用 い、「連続する」は外部空間どうしの結びつきに

用 いて区別す る。3)と4)の 区別 については、記述 の中に 「通行可能な状態 で接続する」

といった表現を用 いることで、特 に4)に あたる場合を明示す ることとする。

なお、敷地境界線 と建物 との間には、施工上、民法上の理 由等か ら、設計意図に関係な

く小さな隙間が設け られる場合が多いため、道路および隣地への隣接 については、対象 と

なる半限定空間とこれ らの空間との隔た りが2m以 下で、境界線 とそれに面 した半限定空
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問の構成面 との問に特 に他の障壁物が無い場合には、半限定空間が直接道路または隣地 に

隣接 しているものとして分類を行 う。

4.3分 析 方法

4.3.1分 析 の手順

実例分析 においては、全体配置の構成類型に関する分析 と半限定空間の構成類型に関す

る分析 とを同時に進めて行 く。全体配置の構成類型の定義 には、それにどのような半限定

空間が含 まれるかが影響する一方で、半限定空間の構成には、全体配置に含 まれ る他の要

素 との関係が影響 し、これ らを切 り離 して考 えることは不可能 だか らである。両者の違 い

は、前者が全体構成に関する類型であ り、後者がそれ に含 まれ るひとつの要素としての部

分空間の構成 に関す る類型であるという点にある。

分析 の手順 としては、まず最初 に、半限定空間を全体配置の構成 に含 まれる他要素 との

位置関係によって種類分けできるような分類項目を設定する。次 に、分析対象とす るすべ

ての住宅事例について、半限定空問についてのこのような区別を読み取ることができるよ

うな配置構成 図を作成する。そ して、各住宅事例に含 まれ る半限定空間と設定 した分類項

目との対応関係にもとついて、すべての住宅事例 をグルー ピングし、グループごとにどの

ような共通特性が存在するかを確認す ることによって構成類型の定義を行ってゆく。グ

ループ ごとの分析における二種類の構成類型の定義方法 については、4.3.3で さ らに詳 し

く述べることとす る。

4.3.2他 要素 との位置 関係 に よる半限定 空間 の分 類

全体配置の構成を形態面か ら分析す る場合、ヴォリューム要素と面要素、半限定空間と

非限定外部空間、そ して敷地境界線 く道路境界線 と隣地境界線)の 相互の隣接関係が問題

となる。これ らの要素はすべて同時に関係 しあうことによ り、配置構成 の多様性を生み出

しているため、各要素の性質を個別的に分析 し、後でそれ らを総合す るような方法をとっ

たのでは、全体 としての配置構成そのものの性質を明 らかにすることは困難である。とこ

ろが、いま、半限定空間という要素に着 目す ると、これ は他の要素の間に介在する空間で

あることか ら、これについて、他要素 との隣接関係の違いがうまく反映されるよ うな分類

項目を設定すれば、その分類結果 を配置構成そのものの分析 に役立たせることができると

考えられる。

具体的には、特 に半限定空間とヴォリューム との関係に着 目することによって、配置構

61



成の分析に有効な分類項 目を設定することが可能である。本論文でヴォリューム という言

葉 を用いる場合には、それ は常 に内部空間を含んでいる。半限定空間は、内部空間 に隣接

していることが多 く、すなわちこのようなヴォリュームの周辺に位置する ことが多いた

め、ヴォリュームが半限定空間の限定にどのように関わっているか という区別を基本 とす

れば、半限定空間を以下のような4通 りの場合に分けて考えることができる。

第一は、ヴォ リュームの配置 自体が半限定空間を規定す る場合で、向かい合わせ にな っ

たヴォリュームの外壁面に半限定空間が挟まれ、上方向が開放されている場合である。こ

れは、さ らに囲まれ方 によって、4つ の水平方向の内の4方 向を囲まれた もの、3方 向を

囲まれたもの、2方 向を囲まれたものの3つ に区分される。

第二は、ヴォリューム に隣接 し、上方向を囲まれ、水平方向の内の少なくとも1方 向が

開放 された半限定空間である。

第三は、ヴォリューム と垂直な面要素の間の半限定空間または垂直な面要素どうしには

さまれてヴォ リュームに隣接す る半限定空間である。これは、さらに垂直な面要素の位置

によって、それが敷地境界か ら離れて立つ場合 と、それが敷地境界に隣接 して立つ場合 と

に区分す ることができる。

第四は、ヴォリュームに隣接しない半限定空間である。

以上の考え方にしたがって、配置構成を分析するための半限定空間の分類項 目として、

fの 場合 に相 当す るA～C 、第二 の場合 に相 当するD,第 三の場合 に相当す るE～F、

および第 四の場合 に相 当す るGの 、7つ の項 目を設定 し、それぞれ を以下のように定義す

る。

A)ヴ ォリュームの構成面で4つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放 されているもの。

B)ヴ ォリュームの構成面で3つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放されているもの。

C)ヴ ォリュームの構成面で対面する2つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放されている

もの。

図4-3第 一の場合(左 か ら順 にA、B、C)

D)ヴ ォリュームに隣接 し、上方向を囲まれ、水平方向の内の少な くとも1方 向に開放さ
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れているもの。

図4-4第 二の場合(D)

E)ヴ ォリューム と敷地境界か ら離れて建つ垂直な面要素 にはさまれ、上方向に開放され

ているもの。または敷地境界か ら離れた垂直な面要素 どうしにはさまれ、上方向に開放 さ

れ、かつヴォリュームに隣接す るもの。

F)ヴ ォ リューム と敷地境界に隣接 して立つ垂直な面要素の間 には さまれ、上方向に開放

されているもの。または少なくとも一方が敷地境界に隣接 して立つ2つ の垂直な面要素の

間にはさまれ、上方向に開放 され、かつヴォリューム に隣接す るもの。

図4-5第 三の場合(左 から順 にE、F>

G)ヴ ォリs-一一ムに隣接 しないもの。

図4-6第 四の場合(G)

ところで、敷地内におけるヴォリュームや面要素の配置構成の違いが反映されることを

意図して設定 した上の分類方法では、上方向が閉ざされ る半限定空間は、すべて項 目Dに

該 当するもの として分類される。実際には、そのような半限定空間が数多 く存在すること

が予想されるため、項 目Dに ついては、さ らにいくつかの細分類項 目を設定 しておくこと

が、分析上役に立つ場合があると考 えられる。Dの 空間は、上方向を閉ざされ、水平方向
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への広が りを有す る半限定空間であることか ら、平面形態の違 いによって、これ を分類す

る ことが可能である。次の4.3,2で 説明する配置構成図を用いて項 目Dに 該当す るすべ

ての半限定空間を概観すると、Dに 該当す る半限定空間の申には、比較的小さく局所的に

存在するものと、細長 く伸びるもの、そ して幅、長さ共 に比較的大きく広がるものの三種

類が存在 していることがわか り、これ らを区別 して機能や他空間 との関係を考察す ること

が、分析のための有効な方法 となることが予測される。

そこでいま、2m×4mと いう平面寸法2)を ひ とつの基準値 として、D1:平 面形態が

この中に納まる場合、D2:幅 は2m以 下であるが、長 さが4mを 越える場合、D3:幅 が

2mを 越 える場合、の3種 類の区別を、Dに 該 当す る半限定空間 の細分類項目として設定

す る。次節では、Dに 該 当す る半限定空間の分析の際に、必 要に応 じてこのような細分類

項 目を適宜用 いてゆ くこととする。

4.3.2配 置 構成 図の作成

他要素 との位置関係による半限定空問の分類結果は、配置構成を分析す るための有効な

手がかりとなると考えられるが、それが実際にどのような形態特性を意味 しているのかに

ついての確認 は、や はり形態そのものを観察す ることによって行われな くてはな らない。

そ こで、多様な形態 を有す る数多くの住宅の配置構成 を比較観察することを可能にするた

め、分析対象 としたすべての事例 について、ヴォリューム、半限定空間、および敷地墳界

線 の形態 を抽象的に示 した同一スケールの配置構成図を作成 した。4.4節 においては、各

類 型に該 当す ると判断されるいくつかの代表例 を、この配置構成図を用いて示 している。

配 置構成の比較分析 においては、敷地境界、全体ヴォリューム、面的要素等の相互 の位置

関係 を明瞭 に示す ことが重要であるため、ここではあえてアクソノメ トリック図等 ではな

く平面図による表現を採用 している。 しかしなが ら、分析対象はあ くまでも3次 元であ

り、この図か ら分析に必要な最低限の3次 元情報を読み取 ることを可能 とす るために、図

中では上方向に開放 されている半限定空間の部分に濃い網掛けを施 し、上方向が閉ざされ

ている半限定空間の部分に薄 い網掛けを施して区別 した表現を行っている。また、半限定

空 間が地上階以外にある場合 には、その階数 を図中の小さな数字で表示 している。敷地境

界 の表示 においては、境界線の交差部分で片方の境界線が交点 を越えて伸びている場合、

そ の境界線は道路境界であることを意味 している。それ以外のものはすべて隣地境界であ

る。また、4.4節 の本文中における配置構成図の縮尺は全て同一(千 分 の一)と し、方位

はいずれも北がほぼ上になるように配 している。

4。3.3構 成 類型 の定義 方法
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各グループにおける全体配置の構成類型 とそれ に含 まれ る半限定空間の構成類型の定義

は、以下 のような手順で行 ってゆく。

(a>ヴ ォリュームの位置 と形態 の分析

全体配置の構成 においては、ヴ ォリューム全体が、道路境界および隣地境界という2種

類 の敷地境界線 とどのように接するかが、ひ とつの重要な特徴を成す と考え られる。そ こ

で、配置構成 図の観察 を通 して、敷地内におけるヴォリュームの位置 について、何 らか の

共通特性が見いだせる場合 にはそれを明記す る。また、ヴォリューム全体の平面形態につ

いても何 らかの共通性が見 られる場合には、その特徴 を記述す る。

(b)半 限定空間の構成類型の定義

グルーピングは、各住宅事例が含む半限定空間の7つ の分類項 目への対応傾向の共通性

をもとに行われたが、グループ内で同じ分類項 目に対応する半限定空間ごとにさらに詳 し

く形態上の性質 を観察 し、また、用途や他の空間との結びつき方 を調べる。このような分

析を通して、同じ分類項 目に該当する半限定空間の事例問に共通特性が存在す ることが明

らかになった場合には、これによづて、その全体配置 の溝成に含まれる半限定空間の構成

類型 を定義す る。定義 においては、形態、用途、他空間との結びつき(項 目見 出しには、

接続 と表記)の3項 目における特徴を明記す る。

(c)全 体配置の構成類型の定義

ヴォリュームと半限定空間に関する以上の分析を通 して、グループ内の複数の住宅事例

について、明 らかな共通特性が存在す ることが確認 された場合には、この共通特性を明記

す ることによ り、これ らの住宅事例が属する全体配置の構成類型を定義する。

なお、これ らの構成類型の共通特性 に関しては、ある特性がその構成類型に属すると半騒

断される全事例に当てはまる場合と、ある特性が類型に属す る事例の大部分に当てはまる

典型的な特性を示してはいるが、それに当てはまらない例外的な事例 も少数存在する場合

の二通 りがあると考 えられる。そ こで、次節以降で構成類型の定義に関わる共通特性 を記

述す る際、例外の存在を許容する典型的な特性の記述については、その部分 を括弧の中に

表記 し、すべての事例 に当てはまる共通特性 の表記 については通常の表記 とす ることに

よって、両者の区別を表現する。

4.4分 析結 果

4.4.1住 宅事例 のグルー ピング

分析対象 とした147の 住宅すべてについて、それぞれに含 まれる半限定空間の種類(A
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～G)を 調べた結果が表4-3で ある。分析事例 の中には、ひとつの半限定空間が分類項 目

のBとFま たはCとFの 両方に同時 に当てはまるものが存在 したが、 このよ うな場合 に

は、表 においても両方の欄に該当させている。住宅の並び順 については、分類項 目への対

応傾向に共通性がみ られるものが互いにまとまるように並べ替えを行 っている。この結果

か ら、147の 住宅事例は、表のグループ欄 に示すような13の まとま りに分けることがで

きると考え られる。

4.4.2各 グル ー プにお け る構 成類型 の定義

1>グ ループ1

事例数は6で 、分類項 目のAお よびDに 該 当す る半限定空間を有 している。

(a)ヴ ォリュームの位置 と形態

敷地 におけるヴォリュームの位置 に関 しては、特 に共通性 をみる ことはできないが、

ヴォリュ～ム全体の平面形態は、住宅事例No.109以 外 の5例 においては、そ の輪郭がい

ずれもほぼ矩形あるいはL字 型であるという点で共通 している。

(b)半 限定空間の構成類型

Aに 該 当する半限定空間は、ヴォリュームで4つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放 さ

れ るという形態上の特性有す るものである。No.109はAに 該当する半限定空間を2つ 含

んでいるが、それ以外の5例 の住宅 には、Aの 空間がひとつずつ含 まれて いる。用途分類

との対応 を調べると、 これ らはすべて〈fO3:庭 〉または〈fO7:坪 庭 ・光庭〉に該当し

ている。さ らに、これ らの半限定空間と内部空間との接続形式 を調べると、これ らの間に

は、いずれ も通行可能な開口部が存在 している。一方、Dに 該当する半限定空間について

は、平面形態、用途や接続形式において明確な共通特性 を認めることはできない。した

がって、半限定空間の構成類型 としては、分類項 目Aに 対応する5つ の半限定空間の構成

を類型iと して、以下 のように定義できる。

半限定空間の構成類型i

形態:ヴ ォリュームで4つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放 される。

用途:庭 または坪庭 ・光庭。

接続:内 部空間に通行可能な状態で接続する。

(c)全 体配置の構成類型

以上のことか ら、このグループに属する6つ の住宅事例 中の5例 については、全体配置

の構成 に明瞭な共通特性が認め られ、このような特性を有す る構成を、類型1と して以下

のように定義す る。
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表4-3各 住宅事例に含 まれる半限

定空問の分類項 目への対応

結果によるグルーピング
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全体配置の構成類型1

ヴォリューム の位置:

ヴォ リュームの平面形態:

半限定空間:

不定

輪郭 は、ほぼ矩形またはL字 型である。

類型iを 含む。

図4-7全 体配置の構成類型 夏に該当する住宅事例と、

これ らに含 まれ る半限定空間の構成類型i

2)グ ループ2

事例数は7で 、A、Bお よびDに 該当す る半限定空間を有 している。

(a)ヴ ォリュームの位置と形態

ヴォリュームは、基本的にはいずれ の敷地境界か らも離れて位置してお り、た とえヴォ

リュームが敷地境界に隣接す ることがあっても、それはヴォリュームのある部分 に限られ

ている(た だ し例外的に、No.37の 住宅では、建物のひとつの側面全体が隣地境界の一辺

に隣接 している)。ヴォリューム全体の平面形態は比較的複雑で、輪郭 には多 くの凹凸が

存在す る。

(b)半 限定空間の構成類型

Aに 該 当す る半限定空間は、ヴォリュームで4つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放 さ

れ るという形態上の特質を有 している。このよ うな半限定空間は、すべての住宅において

1つ ずつ含まれて いる。これ らの半限定空間の用途を調べると、〈fO3:庭 〉が3例 、〈

fO7:坪 庭。光庭〉が3例 、〈fO1:テ ラス〉が1例 とな っている。さらに、これ らの半限定

空間 と内部空間との接続形式 を調べると、いずれの事例においても両者 の間には通行可能

な開 口部が存在する。以上の分析結果か ら、これ らは、既にグループ1に おいて定義 した

構成類型iに 該 当す る半限定空間であると判断できる。

つ ぎに、Bに 該当する半限定空間は、ヴォリュームで3つ の水平方向を囲まれ、上方向

に開放されるという性質を有するものである。1例 を除いては、水平方向の残 り一方 も開

放 されている。このような半限定空間は、No.4の 住宅には2つ 含まれているが、それ以
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外の住宅にはすべて1つ ずつ含 まれている。これ ら8例 の半限定空間の用途 を調べると、

〈fO4:庭 の一部〉が4例 、〈fO3:庭 〉、〈fO7:坪 庭 ・光庭〉、〈f10:サ ービスコート〉、

〈fO1:テ ラス〉が各1例 となっている。さ らに、これ らの半限定空間と内部空問 との接続形

式 を調べると、通行可能な開口部が存在するものが7例 、通行できない開口部が存在す る

ものが1例 であった。また、これ ら8例 の半限定空間の内の6例 は、非限定外部空聞に通

行可能な状態で連続 している。以上のことか ら、これ らの半限定空間は、以下のような共

通特性 によって定義される構成類型に属す るものと考 え られ る。

半限定空間の構成類型ii

形態:ヴ ォリュームで3つ の水平方向を囲まれ、(1つ の水平方向と〉上方向

に開放 され る。

用途:(庭 の一一部)

接続:内 部空間に(通 行可能な状態で〉接続する。(また、非限定外部空間に

通行可能な状態で連続する。)

つぎに、上方向が閉ざされるという形態上の特質を有するDに 該当す る半限定空聞 に注

目してグルー プ内の事例の配置構成図を比較観察す ると、Dの うちでも、特にヴォ リュー

ムの外周 に沿って細長く伸びる半限定空間が多 く存在す ることに気づ く。そこでグループ

2の 住宅事例 のDの 細分類項 目への対応 をみ ると、No.96の 住宅以外の6つ の事例はD2

に該当すること、すなわち、平面形態が幅2m以 下で長 さが4111を 越えるDの 空間を含 ん

でいることがわかる。 これの半限定空間の用途 を調べると、〈fO4:庭 の一部〉が6例 、

〈fO2:入 口前〉 と〈fay:濡 縁 ・デ 井〉が各2例 、〈fO1:テ ラス〉が1例 となっている。

さらに、これ らの半限定空間と内部空間との接続形式 を調べると、すべてにおいて両者 を

結びつける通行可能な開口部が存在 している。また、これ らはすべて非限定外部空間に連

続 している。以上 のことか ら、これ らの半限定空間は、以下 のような共通特性によって定

義される構成類型に属す るものと考 えられる。

半限定空間の構成類型丗

形態:上 方向を閉ざされ、ヴォ リュームの外周に沿って細長 く伸びる。

用途:(庭 の一部)

接続:内 部空間に通行可能な状態で接続 し、非限定外部空間に通行可能な状

態で連続する。

(c)全 体配置の構成類型

以上の分析結果か ら、グループ2に 属する7つ の住宅事例 の全体配置 の構成 には明らか

な共通特性があ り、これを類型 丑として、以下 のように定義する。
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全体配置の構成類型H

ヴォリュームの位置:

ヴォリュームの平面形態:

半限定空間:

敷地 境界 に 隣接 しな い。

輪郭 は複 雑 で多 くの 凹凸 を有 す る。

類型i、ii(、111)を 含 む。

図.・ 全体配置の構成類型Hに 該当する住宅事例 と、

これ らに含まれ る半限定空間の構成類型i、ii,丗

3)グ ループ3

事例数は5で 、BとE、 および1例 を除きDに 該当す る半限定空間を有 している。しか

しなが ら、これ らの事例問には、ヴォリュームの位置と形態、各分類項 目に該当す る半限

定空間の構成のいずれにおいても、明確 な共通特性を見いだす ことはできない。

4)グ ルー プ4

事 例数 は7で 、Bお よびDに 該 当す る 半限定空 間 を有 して い る。

(a)ヴ ォ リューム の位 置 と形 態

敷 地 内にお け るヴ ォ リュー ム の位置 は、事例 ごとにかな り異 な って いる。しか しな が ら

形 態 につ いて は、平面 の輪 郭が 矩形 に近 い1例 以外 は、す べ て複雑 で多 くの凹凸 を有 して

い る とい う共通 性 を認 める こ とが でき る。

(b)半 限 定空 間の構成 類型

Bに 該 当す る半限 定空 間 は、事例 ごとに1つ また は2つ 含 まれて いる。そ れ らの機能 を

調 べ る と、〈fO4:庭 の一部 〉 と〈fO6:バ ルコニー〉 が各2例 、〈fO1:テ ラス〉 、<fO2:入 口

前〉 、〈fO3:庭 〉 、〈fO8:濡 縁 ・デ ッキ〉 、〈fO9:ア プ ローチ・通路 〉が 各1例 と、様 々に

異 な って お り、形態 上 も、 これ らの間 に明確 な共 通性 を見 いだす ことは困 難で あ る。

Dに 該 当す る半 限定 空間 につ いて も、形 態 、用 途 、隣 接 関係 につ いて 、明確 な共 通特性
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を見いだす ことは困難である。

(c)全 体配置の構成類型

以上の分析結果の通 り、このグループに属する事例問には、ヴォリュームの形態以外 に

は特 に共通 した特性を認めることができず、類型は成立 しない。

5)グ ループ5

事例数は21で 、B、D,お よびFに 該当する半限定空間を有 している。配置構成図の

比較観察 により、これ らはFに 該当する空間が道路に接 しているものとそ うでないものと

に大別できることが分かった。そ こで、前者をグループ5a、 後者をグループ5bと し、

両者を区別 して分析 を行 う。

〈グループ5a、 事例数11)

(a)ヴ ォリュームの位置 と形態

すべての事例において、ヴォリュームは道路境界か ら離れている。11の 事例のうち、

No.14とNo.52の2つ 事例 を除いては、いずれも敷地形状がほぼ長方形をな し、1つ の

短辺が道路境界、2つ の長辺が隣地境界となっていて、ヴォリュームが直接両側の長辺 に

;:u;す るか、接 していない場合でもかな り近い距 離に配置されている。ヴォリュームの平

面形態は、凹字型のものが4例 で、その他は比較的複雑で輪郭 に多 くの凹凸を有 し敷地全

体 に渡 って、内部と外部 とが交互に入 り組んだような配置形態を有 している。

(b)半 限定空間の構成類型

Bに 該当する半限定空間は、各住宅事例にひとつずつ含 まれてお り、3つ の水平方向を

ヴォ リュームで囲まれ、上方向が開放 されている。また、No.14とNo.52の2つ の住宅

事例の場合を除いては、すべて1つ の水平方向が隣地境界 に隣接している。 これ らのう

ち、隣地境界が塀等の垂直な面要素で閉鎖されて いるものが6例 、開放されて いるものが

3例 である。これ らの用途は、〈fO3:庭 〉が7例 、〈fO4:庭 の一部〉と〈fay:坪 庭 ・

光庭〉が各1例 である。隣地境界に垂直な面要素が存在す る6例 は、分類項 目Fに も同時

に該当している。すべての半限定空間 と内部空間との間には開口部があ り、1例 を除いて

は通行可能な状態で接続 している。以上の ことか ら、No.14とNo,52の 住宅に含まれる

2つ の事例を除く11例 の半限定空間は、以下 のような共通特性 によって定義 される構成

類型に属す るものと考え られる。

半限定空間の構成類型iv

形態:ヴ ォリュームで3つ の水平方向を囲まれ、上方向に開放 され る。1つ

の水平方向は(垂 直な面要素で閉鎖 され、)隣 地境界に面す る。

用途:(庭>
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接続:内 部空間に(通 行可能な状態で)接 続す る。

っぎに、Dに 該当する半限定空間はこのグループの11の 住宅事例において全部で26

存在するが、これ らの うち、18例 がBま たはFに 該 当す る半限定空間に連続す るか、あ

るいはBま たはFの 半限定空間の中に位置 している。これ ら18例 の用途は、〈fO2:入

口前〉が5例 、〈fO6:パ ルコニー〉、〈fO9:ア プローチ・通路〉が各4例 、等 となって いる。

これ ら18例 の細分類項 目への対応を調べ ると、D1が12例 、D2、D3が 各2例 で、平面

寸法が2mx4m以 内の小規模な ものが多いことがわかる。以上のことか ら、これ ら12

例 の半限定空間は、以下のような共通特性によって定義される構成類型に属するものと考

え られる。

半限定空間の構成類型v

形態:平 面寸法が2m×4m以 内と小 さく、上方向が閉鎖 される。

用途:(パ 加ニー、入 口前、アプローチ・通路。)

接続:(内 部空間に通行可能な状態で接続 し、)上方向が開放 された他の半限

定空間に連続するか、あるいは他の半限定空間の内部に位置す る。

また、Fに 該当す る半限定空間のうちで同時 にBに 該当 しないものは、各住宅事例にお

いて1つ か ら3つ ずつ、全部で18例 存在す る。これ らはヴォ リュームと敷地境界 に隣接

す る垂直面に囲まれ、上方向が開放 された空間である。これ らの用途は、<fO9:ア プロー

チ・通路〉が7例 、〈fO3:庭 〉が5例 、〈fO6:バ ルコニー〉が3例 、〈fO1:テ ラス〉が2例 、

〈fO5:駐 車〉が2例 、〈f99:そ の他〉が1例 である(ひ とつの半限定空間が複数の用

途を含む場合 があるため、用途 の合計数 は事例数 よりも多 くな っている)。Fの 半限定空

間が隣地 に接する17の 事例中の、14例 については、隣地 との間に垂直な面要素が存在 し

て、隣地 とこの半限定空間とは遮断されている。一方、道路境界にこれ らの半限定空間が

隣接する場合 には、その接続形式は様 々である。内部空間との間には、18例 中15例 にお

いて通行可能 な開口部が存在す る。以上のことか ら、これ らの半限定空間は、以下のよ う

な共通特性 によって定義 される構成類型に属するものと考え られる。

半限定空間の構成類型vi

形態:ヴ ォリューム と敷地境界に建つ垂直な面要素によって囲まれ、上方向

に開放 される。

㌔ 用 途:(ア プ ローチ・通 路 また は庭)

接続:(通 行可能な開口部を介して内部空間に接続 し、隣地か らは開口部の無

い垂直な面要素で遮断される。)

(c)全 体配置 の構成類型

以上の分析結果か ら、グループ5aに 属する11の 事例のうち、No.14とNo.52の2つ
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の事例 を除 く9つ の住宅事例については、全体配置の構成には明 らかな共通特性が認め ら

れ、 このような配置構成を類型皿として、以下 のように定義する。

全体配置の構成類型 皿

ヴォリュームの位置:道 路境界か ら離れ、隣地境界に隣接す る。

ヴォリュームの平面形態:敷 地全体 にわたってヴォリュームと外部空間

とが交互に入 り組んで配置される。

半限定空間:類 型iv、(V,)viを 含む。

図..全 体配置の構成類型盟に該当す る住宅事例と、

これ らに含 まれる半隈定空間の構成類型iv、V、vi

(グ ルー プ5b、 事 例数10)

(a)ヴ ォ リュー ム の位 置 と形態

すべ ての事 例 にお いて、ヴ ォ リュー ム は2辺 以 上の 隣地境 界 に隣接 し、これ らの うち、

道 路 境界 に も隣接す るものが6例 存 在す る。ヴ ォ リューム 全体 の平面 形態 は、No.125を

除 いて はほぼ 凹字 型 をな し、そ の くぼ んだ部分 が隣地 に面 して い る。

(b)半 限定 空 間の構成 類型

Bに 該 当す る半限定 空間 は、3つ の水平 方向 を ヴォ リュー ムで 囲 まれ 、上方 向が 開放 さ

れて いる空間 で あるが 、これ は各住宅 事例 に1つ か ら3つ 含 まれ 、全部 で17例 存在す る。

これ らの うち の14例 は、隣地境 界 に隣接す る もので あるが 、そ の うち の10例 は、隣地 境

界が 垂直 な面要 素で 閉 ざされ て いる。用 途 に つ いて調べ る と、〈fO3:庭 〉 に該 当す る も

のが6例 と最 も多 く、続 い て、〈fO6:バ ルコニー〉 が4例 、〈fO7:坪 庭 ・光 庭〉が3例i等

とな って いる。内部 空間 との接 続形 式 につ いて調 べ る と、17例 中の15例 は、内部空 間 と

通行可能な開口部で接続 している。以上のことか ら、これ らの半限定空間は、先ダ グルー

プ5aの 分析 において定義 した半限定空間の構成類型ivに 属す るものであると理解で き

る。

っぎに、Dに 該 当す る半限定空間はこのグループの10の 住宅事例において全部で19例

存在する。これ らのうち、9例 がBに 該当する半限定空間に連続するか、あるいはその中
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に位置 している。しか しなが ら、これ らについてグループ5aの 分析において見 られたよ

うな用途や平面 の大 きさによる共通性 を認めることはできない。

また,Fに 該当す る半限定空間は10例 であるが、これ らのうちの9例 はBに も同時に

該 当している。すなわち、 これ ら9例 はやは り構成類型ivに 属する ものである。

(c)全 体配置の構成類型

以上の分析結果か ら、グループ5bに 属する10の 事例のうち、No。125を 除 く9つ の

住宅事例 については、全体配置の構成には明らかな共通特性が認め られ、このような配置

構成を類型Nと して、以下のよ うに定義する。

全体配 置の構成類型IV

ヴォリュームの位置:2辺 以上の隣地境界 に隣接す る。

ヴォリュームの平面形態:ほ ぼ凹字型で、くぼんだ部分が隣地 に面する。

半限定空聞:類 型ivを 含む。

図4-10全 体配置の構成類型Nに 該当する住宅事例と、

これ らに含 まれる半限定空間の構成類型1V

2)グ ル ー プ6

事 例数 は10で 、C、Dお よびFに 該 当す る半 限定空 間 を有 して いる。

(a)ヴ ォ リューム の位置 と形態

このグルー プではNo.44以 外 の9つ の事 例 にお いて、ヴ ォ リュー ム の全体 ま た は2階

か ら上の部 分が 、互 いに距離 を置 いた2つ の部分 に分 かれ る とい う形態 上 の共 通特 性 が認

め られ る。 これ らの うち、No。82以 外 の8つ の事例 につ い て は、2つ に分 か れ た ヴ ォ

リュー ムの両 方 が、隣地 境界 に隣 接 して い る。

(b)半 限定 空 間の構成 類型

Cに 該 当す る半 限定 空間 は、2つ の ヴ ォ リュー ムで 挟 まれ、上 方向 に 開放 され る とい う

形 態 上の特 質 を有 して いる。Cに 該 当す る13の 半 限定 空間 の用途 は、〈fO1:テ ラス〉が6

例 、 〈fO3:庭 〉が4例 、〈fO9:ア プ ローチ・通路 〉が3例 で あ る。他 空 間 との結 び つ き を

調 べ ると、13例 中11例 は内部 空間 と通行 可能 な 開 口部 を通 して接 続 し、10例 は 他 の半

74



限定空間と連続 している。以上のことか ら、これ らの半限定空間は、以下のような共通特

性によって定義 され る構成類型に属す るものと考え られる。

半限定空間の構成類型v置

形態:2つ のヴォリュー ムに挟まれ、上方 向が開放される。

用途:テ ラス、庭、またはアブp一チ・通路。

接続:(内 部空間に通行可能な状態で接続 し、他の半限定空間に連続する。)

次に、Dに 該 当す る半限定空間は、18例 存在 し、これ らのうちの12例 は他の半限定空

間に連続 している。しかしながら、これ ら12例 の問には、特 に用途や形態面での共通性

を認 めることはできない。

Fに 該 当す る半限定空間は、18例 存在 し、これ らはヴォ リューム と敷地境界に隣接す

る垂 直な面要素によって囲まれている。これ らのうち、Bに も同時 に該当するものが4例

あ り、また、他の5例 は、Bの 空間とT字 型に接 して連続す るものである。しか しなが ら、

用途等を含 め、ほかに共通性を認める ことはできず、これを新たな半限定空間の類型とし

て定義することは困難である。

(C)全 体配置の構成類型

以上の分析結果か ら、グループ6に 属する10の 事例 のうち、No.44とNo.82の 住宅 を

除く8つ の事例 については、全体配置の構成に以下のような共通特性が認められることか

ら、 これを類型Vと して以下のように定義す る。

全体配置の構成類型V

ヴォ リュー ム の位 置:

ヴォ リュー ムの平面 形態:

半限定空間:

2つ に分かれた ヴォリュームの両方が 隣地 境

界に隣接する。

ヴォリュームの全体 または2階 か ら上 の部分

が、互いに離れた2つ の部分に分かれる。

類型viiを含む。

図4-11全 体配置の構成類型Vに 該 当す る住宅事例 と、

これ らに含 まれ る半限定空間の構成類型vii
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